
総務企画委員会会議記録 

 

総務企画委員長  小川 克己   

 

１ 日 時 

   令和５年９月２９日（金） 午後１時０１分から 

                午後３時５４分まで 

 

２ 場 所 

   第４委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

小川克己、木付親次、首藤健二郎、阿部英仁、守永信幸、玉田輝義、吉村哲彦 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

太田正美、福崎智幸、佐藤之則 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   総務部長 若林拓、企画振興部長 山田雅文、議会事務局長 森優子 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第７０号議案のうち本委員会関係部分については、可決すべきものと全会一致をもって

決定した。 

（２）令和４年度大分県内部統制評価報告書の提出について、公社等外郭団体の経営状況等に

ついて、大分県長期総合計画の実施状況について、大分空港海上アクセス整備事業の進捗

について及び損害賠償の額の決定についてなど、執行部から報告を受けた。 

（３）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記 

   議事課委員会班    主幹（総括） 秋本昇二郎 

   政策調査課政策法務班 主事     岩尾晴花 



総務企画委員会次第 

 

                                      日時：令和５年９月２９日（金）１３：００～ 

                                       場所：第４委員会室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 企画振興部関係                                          １３：００～１４：３０ 

（１）付託案件の審査 

   第 ７０号議案 令和５年度大分県一般会計補正予算（第２号）（本委員会関係部分） 

（２）諸般の報告 

      ①大分県長期総合計画の実施状況について 

   ②公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の経営状況を説明する書類の提出について 

   ③公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の令和４事業年度の業務実績に関する評価結

果について 

   ④公立大学法人大分県立芸術文化短期大学に係る中期目標（案）について 

   ⑤公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

⑥大分高速鉄道保有株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

   ⑦大分航空ターミナル株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 

   ⑧株式会社大分フットボールクラブの経営状況について 

   ⑨株式会社別府交通センターの経営状況について 

   ⑩一般財団法人大分県自動車会議所の経営状況について 

   ⑪ふるさと納税について 

⑫大分空港海上アクセス整備事業の進捗について 

⑬ツール・ド・九州について 

（３）その他 

 

 

３ 総務部関係                                     １４：３０～１５：５０ 

（１）付託案件の審査 

   第 ７０号議案 令和５年度大分県一般会計補正予算（第２号）（本委員会関係部分） 

（２）諸般の報告 

   ①令和４年度大分県内部統制評価報告書の提出について 

   ②公社等外郭団体の経営状況等について 

   ③公益財団法人大分県自治人材育成センターの経営状況を説明する書類の提出について 

   ④大分県行財政改革推進計画の進捗状況について 

   ⑤大分県過疎地域持続的発展計画の進捗状況について 

（３）その他 

 

 

４ 議会事務局関係                                   １５：５０～１６：００ 



（１）諸般の報告 

   ①損害賠償の額の決定について 

（２）その他 

 

５ 協議事項                                               １６：００～１６：１０ 

（１）閉会中の継続調査について 

（２）その他 

 

 

６ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

小川委員長 ただいまから、総務企画委員会を

開きます。 

 本日は委員外議員として太田議員、福崎議員、

佐藤議員に出席いただいています。 

委員外議員の方が発言を希望する場合は、委

員の質疑の終了後に挙手し、私から指名を受け

た後、長時間にわたらないよう要点を簡潔に御

発言願います。 

 本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案１件です。この際、案件全部を一括議題と

し、これより企画振興部関係の審査に入ります。 

 まず、第７０号議案令和５年度大分県一般会

計補正予算（第２号）のうち、企画振興部関係

部分について執行部の説明を求めます。 

山田企画振興部長 初めにお断りとなりますが、

芸術文化スポーツ振興課長の三浦が急性腰痛症

のため入院しており、本日は欠席しています。

代理として同課の伊東参事、梅木課長補佐及び

渡部主幹を出席させています。よろしくお願い

します。 

 それでは、第７０号議案令和５年度大分県一

般会計補正予算（第２号）のうち、企画振興部

関係について説明します。委員会資料の２ペー

ジをお開きください。 

 左から３列目、補正額（Ｂ）の一番下の合計

欄にあるとおり、今回４億５８１万６千円の増

額をお願いするものです。その左隣の既決予算

額（Ａ）の一番下８９億９，４３７万９千円と

合わせると、一番右下にある補正後予算額（Ａ）

＋（Ｂ）は９４億１９万５千円となります。 

 今回の補正は、いわゆる２０２４年問題に直

面する貨物自動車運送事業者の経営環境等を改

善するため、価格転嫁や人材確保等に取り組む

事業者に対し支援金を支給する経費、これが３

億２，５００万円ほどで、それから決算剰余金

の一部を芸術文化基金に積み立てる分が８千万

円となります。 

 各事業の詳細については、担当課長から説明

します。御審議のほど、よろしくお願いします。 

渡部芸術文化スポーツ振興課主幹（総括） 資

料の３ページをお開きください。 

 第２項企画費のうち、第２目企画調査費の芸

術文化スポーツ振興課分、芸術文化創造発信事

業費８千万円です。これは、芸術文化ゾーンに

おける魅力ある事業展開や芸術文化施策の安定

的な財源確保に向け、決算剰余金の一部を芸術

文化基金に積み立てるものです。 

藤川交通政策課長 続いて資料の４ページをお

願いします。 

 貨物自動車運送業環境改善緊急支援事業費３

億２，５８１万６千円について説明します。本

事業は、来年４月よりドライバーの時間外労働

の上限が年９６０時間に制限されることなどに

より、輸送力の低下と物流の停滞が懸念される

いわゆる２０２４年問題に直面する貨物運送事

業者の経営環境等を改善するための事業です。 

 燃料価格の高騰が続いていますが、貨物自動

車運送事業では、制度的には燃料サーチャージ

制度を適用し、荷主と交渉することで価格転嫁

できるようになっています。運送事業者は、燃

料価格の適正な価格転嫁を行って賃金水準を向

上させるなどにより、２０２４年問題に備えた

人材確保に取り組むべきところですが、業界特

有の商慣行等から、適正な価格転嫁が進んでい

ないのが現状です。国も２に書いてあるように、

物流革新に向けた政策パッケージにより、荷主

や元請への監視を行うトラックＧメンを全国１

６２名体制で配置するなど、物流革新への取組

を始めています。 

 こうした状況を踏まえ、県として２０２４年

問題の解決に向け、人材の確保や働き方改革の

促進に前向きに取り組む事業者を後押しするた

め、経営・労働環境改善支援金を支給したいと

考えています。支援制度案は３の囲みの中に記

載していますが、支給金額は大型トラック１台

当たり５万円、大型トラック以外は１台当たり

２万５千円で、１事業者当たりの上限は２５０

万円です。 
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 支給対象については、県内に事業所を有する

運送事業者のうち中小企業である５２７社を対

象とします。支給要件については、燃料サーチ

ャージの導入について荷主と交渉した記録等を

提出すること、さらに賃金水準の向上や人材確

保等の取組の計画と実績を提出することの２点

としています。 

小川委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆さ

んから質疑はありませんか。 

阿部委員 今、２番手の交通政策課長から貨物

自動車運送業環境改善緊急支援事業費の説明を

いただいたわけですが、今回約３億２，５００

万円という予算措置をしましたが、果たしてこ

れで十分な状況として推移ができるとは思わな

い。これからいろんな状況を見ていかなければ

いけないと思いますけど、そこをどう考えてい

るのか。 

 それと燃料サーチャージについて、本来はそ

うあるべきだと、みんながもう分かっているわ

けです。やはり何にしても受注者と発注者との

関係等があるわけで、いろんな発注者が多岐に

わたっている中で、やはり行政として発注者に

対してどこまで料金の値上げを、こういう状況

だからと応援しようとしているのか、そこを教

えてください。 

 もう一つが２０２４年問題。さきほど部長が

言ったように、それに対応してエコタイヤの部

分があったんですけど、タイヤなんていうのは

――エコタイヤに対して、上限をいくらでこれ

だけやりますとしても、一斉に替えるわけでは

ないことは、十分分かった上で予算を組んだと

思うんですが、タイヤも取り替える時点とか時

期があるはずなんですね。そうすると、そうい

う措置ができたのでやりましょうと、一斉にタ

イヤを交換するわけにはいかない。やはり期間

がものすごくかかると思うんですよ。そこまで

考えて、今回の措置の中でエコタイヤに対する

項目が出てきたのか。そこもあわせてお聞かせ

いただけないですか。 

藤川交通政策課長 まずは１点目ですね、うま

くいくかに関しては、トラック協会としっかり

協力して、まずはサーチャージの浸透をしっか

り図っていかなければいけない。そのためには、

まずこの予算をしっかり執行していくことが大

事だと考えているので、そこはトラック協会と

協力しながら、しっかりやっていきたいと思い

ます。 

 あと、軽油引取税の財源身代わりとして運輸

事業振興助成金があります。こちらは従来から

あるものですが、その中でも労働環境の改善と

いうことで、例えば健康診断の受診とか、熱中

症の予防資機材購入にかかる助成とか、そうい

うこともやっているので、そこら辺とあわせて

複合的にしっかりと進めていきたいと考えてい

ます。 

 ２点目は荷主に対する応援ですけど、こちら

は価格転嫁について、商工観光労働部が主体と

なって協定を結んでいます。それは商工団体や

トラック協会が入っている協定なので、その協

定をしっかりいかしながら、荷主にも働きかけ

を行っていきたいと思いますし、県も研修等に

出向いてサーチャージ制度の普及をしっかりと

やっていきたいと思います。 

 エコタイヤの助成については、どれくらいの

期間を考慮していたのかになりますが、受付期

間が今年の６月から９月までで、ただ遡りは幾

分認めているんですけど、１年とか２年といっ

た期間を設定していませんので、そこは見通し

と言うか期間設定が甘かったのかなと考えてい

ます。それと余り利用されなかったことについ

ては、エコタイヤが短距離ではなかなか効果が

出ないものであり、やはり高速道路などの長距

離輸送に適するのですが、長距離トラックの人

たちが、余りこちらの方を向いてくれなかった

という事情もあります。そこら辺の反省点を踏

まえて、以後の事業構築にいかしていきたいと

思います。 

阿部委員 冒頭の２点については、こうして上

程されて審議するわけですから、ぜひこれから

もうこれで十分なのかを検討しながら。ただ、

国もこのままで推移していくとは思いません。

先般、総理自身がトラック会社に行って、いろ

んなことをやっているので、何らかの措置があ
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ろうかと思います。そういうところも踏まえて、

そういうことがあったときは、ぜひ間髪を入れ

ずに、すぐさま関係者と意見交換するように前

向きな取組をよろしくお願いします。 

玉田委員 今の関連ですけど、一つは２０２４

年問題です。法律自体は２０１９年にできて５

年間の猶予措置があった中で、今回２０２４年

問題で業界がこういう話をされていると。これ

までの経緯について、どんなことがあったのか、

どういう改善――いろんなものが取られてきた

のかなと思います。それはそれとして今回、こ

の運送業だけについて言うと、こういう予算で

いいけど、例えば物が届かなくなるとか、いろ

んな課題が指摘されている中で、この大分県の

物流をどうデザインするかを少し考えた方がい

い。もう考えているのかもしれませんけど、例

えばインターネットで発注した際に、送料無料

があって、そういう中でそのコストをどこが負

担しているのかとか、いろんな課題が物流にあ

ると思います。そういう中で、例えば企画振興

部の交通だけではなくて生活環境部の消費生活

の分野だとか、それから農林水産物の輸送の問

題、市場に運ぶところが滞るかもしれない中で

農林水産部との連携だとか、そういった地域の

物流全体を考えるとか、デザインするようなこ

とが急がれると思うんですけど、そういう意味

では今どうされようとしているのか。そのこと

について考えがあれば教えてください。 

藤川交通政策課長 なかなか難しい質問をいた

だきました。私ども交通政策課が所管している

のはトラック協会に関することで、物流全体に

ついては商工観光労働部が所管しています。そ

うは言うものの、物流のトン当たりの輸送では

自動車が９割を占めるので、かなり多くの部分

はトラック事業者が担っていると認識していま

す。そういった中で、物流をどのようにデザイ

ンしていくかについては、やはりトラックだけ

ではなくて、最近はモーダルシフトでバッテリ

ーを使うこともあるし、土木建築部ではＲＯＲ

Ｏ船を推奨しています。さらに最近は新幹線を

物流に使っていこうとする動きもあるので、そ

ういったいろんなことをミックスしながら物流

を考えていかないといけない難しい課題だと。

運転士も減る中でＣＯ２も意識しながら、かな

り大きな課題だと考えています。すみません、

答えになっていないかもしれませんが。 

玉田委員 分かりました。所管が違うことは理

解していましたけど、それでもこういう議論が

部局横断的にされようとしているのか。その辺

については、まだ着手していないと判断してい

いのでしょうか。 

藤川交通政策課長 私が認識している限りでは、

物流について横断的に話をすることが現在何か

行われているかというと、そういうわけではあ

りません。さきほど言ったように、新幹線や豊

予海峡の検討を今後していく中で、物流は大き

な課題だと思っているので、そういった公共交

通網を含めて、どういったことが物流に資する

のかを検討していきたいと考えています。（「 

分かりました」と言う者あり） 

守永委員 関連した質疑になりますが、トラッ

ク関係は交通政策課で担当されているとのこと

でした。例えばコンビニエンスストアにトラッ

クで荷物を運ぶ。その影響で通常の配送ルート

に田舎の小さな小売店に配達で来るトラックが

なくて、結局物流が途絶えてしまうことが、結

構課題になっていると聞くのですけど、そうい

った面からの物流部分は交通政策課でフォロー

するのか、それとも商工観光労働部になるのか、

その辺はどうでしょうか。 

藤川交通政策課長 トラック協会は中長距離の

輸送を担っているところが加盟している協会で

あり、いわゆるＢｔｏＢの部分になります。最

後のラストワンマイルの部分について、我々が

全く知らないというつもりはないのですが、や

はりサービス業の一環になると思っていて、そ

れを商工観光労働部と議論したことは余りない

んですけど、連携してやっていかなければいけ

ないと考えています。（「ありがとうございま

した」と言う者あり） 

小川委員長 ほかに委員の方はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 
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太田委員外議員 ３の支援制度案に前向きに取

り組む事業者とあるんですけど、基本的にはこ

の５２７社に不公平がないように、この制度を

均等に利用できるんですかね。ちょっと話に聞

くと、大分市の事業者が一番多いので地方には

なかなか制度が浸透していかないと聞いたんで

すが、そこはいかがでしょうか。 

 それともう１点、商工観光労働部が旅割で今

マスコミをにぎわせていますけど、この制度で

は悪用することがない、制度的にしっかりチェ

ックできる体制なのか、その２点についてお伺

いします。 

藤川交通政策課長 この制度案の中にある前向

きに取り組むというのは、５２７社からピック

アップするという意味ではなくて、支給要件に

書いてあるように、しっかりとサーチャージの

交渉を行うとか、あるいは２０２４年問題の対

策として労働条件の改善に取り組むことを前向

きにやっていただくことです。交渉をきちんと

していただき、その交渉記録を提出していただ

くとか、あるいは賃金水準を向上するとか、人

材確保をこう行うとか、計画を出していただき

最後に実績を確認することで支給したいと考え

ています。その中から色分けをするという意味

ではなくて、そういうことをすること自体を前

向きに取り組んでいると考えています。 

 ２点目については、繰り返しになりますけど

トラック協会としっかり連携してやっていこう

と思っています。協会と我々もさきほど言った

ように、実績の確認を最後に求めようと思って

いるので、そういったところを県もしっかりと

チェックをして、実効性を高めていきたいと考

えています。（「よろしくお願いします」と言

う者あり） 

小川委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 ほかにないので、これで質疑を終

わります。 

 なお本案の採決は、総務部関係の審査の際に

一括して行います。 

 次に執行部から報告の申出があるので、これ

を許します。まず、①について説明をお願いし

ます。 

小野政策企画課長 大分県長期総合計画の実施

状況について報告します。資料５ページを御覧

ください。 

 これは、大分県行政に係る基本的な計画の議

決等に関する条例に基づき、施策ごとの評価結

果を報告しているものであり、詳細は議案書別

冊の大分県長期総合計画の実施状況についてを

配付していますが、本日はその概要について委

員会資料により説明します。 

 また、総務企画委員会のフォルダ内には、ま

ち・ひと・しごと創生大分県総合戦略基本目

標・施策ＫＰＩ達成状況の資料もあります。こ

れは、大分県長期総合計画の実施状況に記載し

ている目標指標から、総合戦略に関する部分を

抜き出したもので、内容は一緒となることから、

後ほど御確認いただければと思います。 

 それでは、６ページを御覧ください。 

 施策ごとに設定した指標による評価に加え、

指標以外の観点からの評価、施策に対する意見

や提言により、５９施策をＡからＤの４段階で

総合的に評価した結果を記載しています。施策

の進捗が、順調に進んでいるＡ評価及び概ね順

調に進んでいるＢ評価の合計は、表の上から３

行目にあるように５３施策となっており、前年

度に比べて四つ増加しています。これは、うつ

くし大行動における集団での活動がコロナ禍に

より少なくなっていましたが、これが復活した

ことなどによるものです。 

 一方、やや遅れているＣ評価は６施策にまで

減少しており、そのうち５施策は観光分野など

人流に関係する指標等が含まれている施策であ

り、コロナの影響が減少してくる令和５年度以

降は評価の改善が見込まれています。 

 次の７ページを御覧ください。 

 参考として、目標指標の進捗状況を記載して

います。これはプラン２０１５の各施策に設定

された９９の目標指標の達成状況を示したもの

で、さきほど説明した総合評価の判断基準の一

つとなっています。達成率が９０％以上の達成

及び概ね達成であったものは、前年度より四つ

増えて７５指標となっています。 
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 次の８ページをお願いします。 

 令和４年度に実施した事務事業評価により概

要を記載しています。後ほど御覧いただければ

と思います。 

 続いて９ページを御覧ください。 

 総合評価の一覧表を９ページから１１ページ

にかけて、安心、活力、発展の分野別に載せて

います。このうち企画振興部の所管は、色付け

している１０施策となっており、それぞれの施

策で設定している目標指標の令和４年度におけ

る達成状況については、達成が六つ、達成不十

分が二つ、著しく不十分が二つとなっています。

このうち達成状況が良好であったもの、不十分

であったものについて、主なものを説明します。 

 まず、目標を達成している指標についてです。

１２ページを御覧ください。 

 施策名を一番上に書いていますが、海外に開

かれたネットワークづくりと輸出促進・多文化

共生社会の構築です。真ん中に色を付けて書い

てあるⅡ目標指標の２番目ですが、留学生の県

内就職・起業数は目標の７０件に対し、実績は

８２件、達成率は１１７．１％となりました。

これは、留学生ビジネスセンターによる留学生

向けの個別相談や就職説明会などのマッチング

支援を通して、インバウンドなどの需要の回復

から人手不足が深刻化している観光、宿泊産業

などへの留学生の就職者数が増加したことが要

因と考えています。今年度は、新たに県外就職

した元留学生の県内再就職に向けた支援に取り

組んでいます。 

 続いて１４ページをお願いします。 

 施策名、地域の元気の創造です。Ⅱ目標指標

の２番目、空き家の利活用数が目標の３７０件

に対し、実績は５３７件、達成率は１４５．

１％となりました。これは、空き家の利活用に

対する支援策を空き家ハンドブックや新聞広告

などで紹介したほか、空き家の家財処分費の補

助など、支援制度の充実を図ったことが要因と

考えています。今年度は、さらに移住者が空き

家に入居する前の仮住まいとして、県営住宅を

提供する新たな取組を開始しています。 

 次に、未達成の指標について説明します。１

６ページをお願いします。 

 施策名、戦略的広報の推進です。Ⅱ目標指標

として、地域ブランド調査における魅力度ラン

キングを設定しており、目標の１４位に対し、

実績は２９位となっています。魅力度のポイン

ト自体は前年より増加したものの、食や温泉と

いった大分県の魅力を、他の地域に比べ相対的

には十分に伝え切れなかったと考えられます。

一方、次の１７ページの色を付けている左上で

すが、ここにあるように宇宙ノオンセン県オオ

イタプロモーションについては、ＹｏｕＴｕｂ

ｅで約６８万回再生されるなど、一定の反響が

ありました。こうしたことを踏まえ、今後はＳ

ＮＳなどターゲットに応じた広報媒体の選定や

クリエイティブ戦略アドバイザーとの連携によ

り、データ分析によるデジタルマーケティング

を推進するなど情報発信力の強化に取り組み、

本県の認知度と魅力度の向上を目指していきま

す。 

 続いて１８ページを御覧ください。 

 施策名、スポーツによる地域の元気づくりで

す。Ⅱ目標指標の合宿等受入人数は、目標の７

万８千人に対し、実績は４７，８２１人、達成

率は６１．３％となっています。これは、コロ

ナ禍による都道府県をまたいだ移動や宿泊を伴

うスポーツ活動の自粛があったため、受入数が

伸び悩んだことによるものです。この間ラグビ

ーワールドカップや東京２０２０オリンピック、

パラリンピックの事前キャンプ受入れなどを契

機に設立した、大分県スポーツ合宿誘致推進協

議会では、ナショナルチームやプロスポーツチ

ームなどのトップチームの合宿誘致を積極的に

行ってきました。コロナ禍という厳しい状況下

ではありましたが、ラグビーやフェンシングの

ナショナルチームに加え、バレーボールやソフ

トボールなど新たな競技の受入れを行うことが

できています。今年度は旅行会社等に対する働

きかけ、それから県が運営するスポーツ合宿総

合情報サイトであるスポ泊！おおいたでのター

ゲティング広告を拡大するなど、合宿誘致の強

化に取り組んでいきます。 

小川委員長 ただいまの報告について、まず委
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員の皆さんから質疑はありませんか。 

阿部委員 １４ページの空き家の利活用数、こ

の達成率が１４５．１％と非常に高いんですけ

ど、これは空き家バンクの活用が高いわけ。要

するに、空き家は全県下で随分あると思うんで

すよね。どこの地域でどういう方向でこう絞っ

て、その数値を出してきているのか。例えば大

分市内でも空き家は随分あって、また空き家な

っているのを私も目にします。特に、中山間地

に行ったら、現に相当な空き家があるわけです。

そういう状況を私は目の当たりにしていて、今

Ⅲの指標による評価の説明を聞いたら、もう達

成していると。報告の状況と現状とでは随分違

うなと感じているんですが、そこのところはど

うですか。 

工藤おおいた創生推進課長 まず、この実績値

です。今、空き家バンク制度を設けているのは

１８市町村全てであり、それが利活用されたか

を市町村から聞き取って積み上げた数字になっ

ています。委員がおっしゃるように、空き家の

数自体は桁が全然違うと思います。ただ、空き

家バンクに登録されたものは利活用されている

ようで、長年放置されたものは結局もう利活用

はなかなか難しい状況になります。今我々とし

ては市町村と一緒になって、とにかく早めのバ

ンク登録を促して、できるだけ利活用に回して

いきたいと思っています。なかなか所有者が空

き家バンクに登録するのをためらうことも伺っ

ており、基本的には所有者が責任をもってやる

ことなので、これからも粘り強く働きかけてい

きたいなと思っています。 

阿部委員 できればこの説明をしていただくと

きに、やはり空き家バンクにはこれだけ登録し

ている――登録していないところまで、職員の

皆さんが行って、これは登録していないけどど

うだろうかというのは難しいでしょうけど。そ

うなると今度は、空き家バンクへの登録数と空

き家を必要としている人たちがどれくらいいる

のか、やはりそういう数値を出して教えていた

だきたい。今日はもう結構ですけど。 

 また、さきほど説明のあった空き家になって

もバンクに登録しない方には、家族が帰るかも

しれないとか、人に貸したらどう使われるか分

からないとか、いろんな理由があると思うんで

すよ。そこは十分承知だと思いますけど、どの

地域にどれだけ空き家の登録があったのか。単

に大分市だけでやっていることではない、県下

全域でやっているわけだから、それがどの地域、

どの市町村がどれくらい登録をしているのか。

これは市町村の努力で登録者は減ったり増えた

りすると思うんですよ。やはり空いていたら登

録しませんかという積極的な市町村と、空いて

いても来るまで待っている市町村もあると思う

のでね。そこの数値を一緒になって知らせいた

だくと我々は分かりやすいので、次回からそこ

もよろしくお願いします。今日はもう結構です

から。 

工藤おおいた創生推進課長 一応、空き家バン

クにどのくらいの実績があるかは、定期的に市

町村から報告をいただいており、我々も把握し

ています。ただそれもまた紹介できるように機

会があれば…… 

阿部委員 そういう一覧があるのであれば、で

きれば後ほど委員の机に配布していただきたい。 

工藤おおいた創生推進課長 分かりました。そ

れでは直近の、最新のものを後ほど提供します。

（「よろしくお願いします」と言う者あり） 

小野政策企画課長 このプランの目標指標につ

いては、今ちょうど新しい総合計画の策定作業

をしています。目標指標も実態を適切にあらわ

す指標になるように、見直しを進めて行きたい

と思います。（「結構です」と言う者あり） 

吉村委員 すみません、１８ページのスポーツ

の振興ですが、基準値は平成３０年で、今が令

和４年ですが、この間の数値、実績値が分かり

ますか。 

梅木芸術文化スポーツ振興課課長補佐（総括）

 合宿の平成３０年度から令和４年度の間の実

績値ですが、少しお待ちください数字がありま

す、申し上げてもよろしいでしょうか。（「は

い」と言う者あり）令和元年度が延べ６万３，

１７２人、令和２年度になるとコロナで減って

いるので２万３，９８０人、令和３年度は２万

８，００３人、そして令和４年度が４万７，８
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２１人と推移しています。 

吉村委員 ありがとうございます。コロナ前が

６万人くらいで、コロナ禍が明けた昨年度が５

万人弱で、徐々に戻ってきているかと思います。

来年度の目標を見ると９万人で、非常に高い目

標だと思っています。ただ、ぜひ達成していた

だきたいなと思いますが、来年度に向けて今こ

ういう工夫をしているとかがあれば、ぜひ伺わ

せてください。 

梅木芸術文化スポーツ振興課課長補佐（総括）

 もともとの目標９万人がコロナ禍前の目標だ

ったので、どこまで戻せるのか自信もなかなか

ありませんが、ただ各市町村において――これ

は県だけが頑張っているのではなく、各市町村

がいろんな助成をするメニューを持っていたり、

あるいはいろんな呼びかけをしたりして、地元

の皆さんにもこんな制度がありますよと、外に

対してもそういうことを申し上げて、各市町村

で取り組んでいます。例えば今年で言うと、日

田市が助成金の枠を少し大きくして、スポーツ

ツーリズムを目指したいと、新しく制度を拡充

しました。豊後大野市では全天候型の雨が降っ

ても野球の守備練習ができる立派な施設を造り、

各市町村とも連携して、なるべく合宿がうまく

できるような条件を整えようと思っています。

こういった中で、達成できるように頑張りたい

と思っています。 

吉村委員 ありがとうございます。またぜひお

願いしたいことですが、さきほどお話があった

ように、地域ごとでの取組に非常に力が入って

いると思います。ゆえに、地域をまたいだ合宿

も考えられると思っています。そういったとこ

ろで、メニューをうまく県がすり合せできれば、

もっと活用できると思うので、大きいところで

は大分市を使いながらも、雨が降れば豊後大野

市に移動して合宿するとかは、大学生であれば

十分考えられることだと思うので、そういった

地域連携のできるメニューもまたぜひ県が中心

となって検討いただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

首藤委員 今の質疑に関連して、説明もいただ

いたんですが、豊後大野市のように全天候型と

いうのは野球とかには非常にいいと思うんです

けど、そうやって各スポーツによって、どうい

う施設や場所、どういうものがいいかとかがあ

ると思います。それと竹田市も駅伝等の誘致は

成功しているんですが、やっぱり監督と交流の

あった人が話に行って誘致できているという、

人材づくりも非常に大切だと思うんです。その

競技によっての、どういう設備とか場所づくり

人材に関して、さきほど旅行会社にとの話もあ

ったんですけど、それよりも人材の方が大事で

はないかと私は思うんですけど、その辺はいか

がでしょうか。 

梅木芸術文化スポーツ振興課課長補佐（総括）

 御指摘のとおりで、まずその合宿を持ってく

るにしても誰にこれを話していいのか、やはり

それは我々だけでは知識が不十分です。委員が

おっしゃったとおり人のネットワーク、例えば

スポーツコミッションに目的を置いたマッチン

グをするイベントが、東京などであったりしま

す。今年はなかったんですけど、そこに出向い

て、そういった機会を見つけて市町村にも声掛

けをしながら、少しずつでも名刺交換をしたり

だとか、我々はこんな施設を持っていますよと

ＰＲをする機会を探しながら、少しずつ人脈を

広げていければいいのかなと思っています。そ

ういう機会をなるべく探そうと県も頑張ってい

ます。 

小川委員長 ほかに委員からありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

太田委員外議員 １６ページの地域ブランド調

査で著しく達成度が低いわけですが、特に②の

信用力のある世界ブランド・地域ブランドの活

用という点で、これから盛んにインバウンドを

推奨しているんですけど、特に観光については、

インバウンドが主流になるのではないかと思う

んですが、著しく不十分と言われる原因とこれ

からの方向性についてお伺いしたいのですが。 

柴北広報広聴課長 御質疑をいただいた、地域

ブランド力調査についてですが、今回は魅力度

のポイント自体は高くなっているんですけど、
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相対的なランキングは下がっていて、これはな

かなか大分県が一生懸命頑張っても、他県がも

っと頑張れば当然下がってくると言うか、何が

そこの情報に引っかかって、この魅力度ランキ

ングが上がったり下がったりするのかが難しい

ところがあります。 

 過去に一番良かったのは１５位で、平成２８

年度に熊本地震が起きたころに、大分県も復興

割とかでメディアによく出ていたこともあり１

５位でした。それからだんだん右肩下がりとな

って、令和４年度が２９位になっています。さ

きほど説明しましたが、いろんな大分県の魅力、

おんせん県おおいたとして温泉はもちろんです

けど、食べ物や自然、それからスポーツも活用

しながら、いろんな情報発信を続けていって、

魅力度が少しでもアップするように頑張ってい

きたいと思っています。海外に向けても海外向

けのメディアを活用して、情報発信なども行っ

ていきたいと思っています。 

太田委員外議員 大分県として、ターゲットを

アジア中心で宣伝活動をしていくのか、それと

もいわゆるヨーロッパやアメリカ、豪州とかに

もっとエリアを広げていく、ちょっと行ってみ

たい国という部分では、やっぱりそういうイメ

ージ戦略も含めてもっと努力しないと、インバ

ウンドのお客さんがアジア中心になって、先細

りするのではないかと思うんですが、何かその

辺、これまでとは違う新たな取組の考えがあり

ませんか。 

柴北広報広聴課長 これまでも、また今も観光

部門と情報共有しながら、それぞれの国にあっ

た情報発信の仕方を考えていきたいと思ってい

るので、東アジアだけでなく欧米とか、ラグビ

ーでも話題になったところにも情報発信ができ

るように工夫していきたいと思っています。

（「よろしくお願いします」と言う者あり） 

小川委員長 ほかに委員外議員の方はありませ

んか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長  ほかに質疑もないので、次の報告

に移ります。 

 ②から⑩の公社等外郭団体の経営状況等につ

いて、一括して説明をお願いします。 

小野政策企画課長 企画振興部関係の公社等外

郭団体の経営状況等について説明します。 

 まず、公立大学法人大分県立芸術文化短期大

学についてです。資料の２０ページをお願いし

ます。 

 左側、項目２の県出資金等及び項目３の事業

内容については、昨年度から変動はありません。

項目３の下段を見ていただきたいのですが、各

種データの経年推移を示しています。就職率は

９８．７％、そのうち県内就職率は６８．１％

と高水準を維持しています。また、志願倍率に

ついても２．２倍と公立短期大学の全国平均が

１．８倍なので、それを上回っています。 

 右上の項目４の４年度決算状況を御覧くださ

い。経常収益は９億８，４７７万３千円、経常

費用が９億９，１４９万８千円で、差引きで６

７２万５千円の経常損失となっていますが、経

常費用の中には、下から二つ目にある繰越積立

金取崩額を活用して整備したハイビジョン対応

視聴覚システムなどの経費が含まれていること

から、トータルとしての当期総利益は１１６万

２千円の黒字となっています。 

 次に、項目５の問題点及び懸案事項、６の対

策及び処理状況についてです。二つ書いていま

すが、一つ目は学生の確保についてです。さき

ほど申したように、志願倍率は公立短期大学の

全国平均を上回っていますが、コロナ禍の中で

志願者数、特に県外からの志願者数が減少傾向

にあります。県外高校への訪問を早めるほか、

オープンキャンパスの実施回数を増やすことに

より、志願者の拡大に取り組みます。 

 二つ目はハラスメント対策です。学生に対す

るハラスメント行為を行った教員を本年３月に

懲戒処分しており、直ちに再発防止として学生

への個別指導に関するガイドラインを作成し、

周知しています。今年度は対策の徹底を図るた

め、全教職員を対象とした研修会を７月に開催

したほか、実態調査も実施しハラスメントを許

さない環境づくりに取り組んでいきます。 

 続いて２１ページを御覧ください。 

 芸術文化短期大学の令和４事業年度の業務実
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績に関する評価結果について説明します。この

報告は１の根拠法令にあるとおり、地方独立行

政法人法に基づき、外部委員による評価結果を

報告するものです。 

 ２の令和４事業年度の業務実績評価結果を御

覧ください。全体として（１）のとおり、年度

計画を概ね順調に実施していると評価を受けて

おり、五つの大項目のうち１項目でＳ評価、３

項目でＡ評価、１項目でＣ評価を受けました。

右側の（３）に評価理由を書いていますが、Ⅰ

教育研究等の質の向上がＳ評価となったのは、

全学科横断型のアートマネジメントプログラム

など、新たな学修の展開を引き続き推進したこ

と、就職率や進学率共に目標の９０％を上回る

高い水準を維持したことなどによるものです。

また、大項目ⅤがＣ評価となった理由は、教員

から学生へのハラスメント事案が確認されたこ

とによるものです。さきほどの経営状況報告で

も説明したとおり、全教職員を対象とした研修

会の開催のほか、実態調査の実施によりハラス

メントの再発防止に取り組んでいきます。 

 続いて２２ページをお願いします。 

 関連して、芸術文化短期大学の第４期中期目

標案について説明します。Ⅰ中期目標策定の概

要を御覧ください。この中期目標は地方独立行

政法人法に基づき、公立大学法人が達成すべき

業務運営に関する目標として県が策定するもの

です。目標期間は６年間となっており、現行の

第３期目標の終期は今年度末までとなっていま

す。 

 第４期目標の策定スケジュールは資料左下に

記載していますが、現在９月はパブリックコメ

ントを行っており、その後に大分県地方独立行

政法人評価委員会への諮問と答申を経て、次の

定例会に目標案を提案して審議いただく予定で

す。その下に中期計画と記載していますが、県

による中期目標の策定を踏まえて、公立大学法

人では今年度中に中期計画を策定することとな

っています。 

 次の２３ページをお願いします。 

 第３期中期目標期間の実績と第４期中期目標

の方向性をまとめたものです。まず、Ⅰ第３期

中期目標期間の実績を御覧ください。１教育研

究等の質の向上にあるとおり、全学科横断型カ

リキュラムであるアートマネジメントプログラ

ムを開講し、実践的な学修活動の展開を図り、

高い就職率と進学率を達成しています。また、

サービスラーニングや巡回演奏会など地域貢献

活動も盛んに行っており、右側の４にあるとお

り教育研究等の質の向上は５年連続で最高評価

をいただいています。 

 その一方で、さきほど説明したようにハラス

メント行為による教員の懲戒処分事案も発生し

ています。こうした実績等を踏まえ、Ⅱ第４期

中期目標のコンセプトについては、一つは芸術

系と人文系をあわせ持つ唯一の公立短期大学と

しての特色をいかして、若者を県内に呼び込み、

育て、県内への定着を図ること。もう一つがア

フターコロナ等の新たな課題への対応。この二

つをコンセプトとしたいと考えています。 

 これに従い検討した第４期中期目標案のポイ

ントはⅢのとおりであり、１の（１）県内外か

らの若年層の呼び込みとして、魅力ある短大と

してのブランド戦略の構築や各種学外活動等に

よる積極的な情報発信を、（２）社会に求めら

れる人材育成としては、学科横断的な教育の充

実や実践型学外活動の推進を、そして（３）県

内への人材定着を推進では、地元企業と連携し

た丁寧な就職支援の実施などを、（４）アフタ

ーコロナ等の課題への対応では、積極的な国際

交流や社会人の学び直しの推進を目標として示

しています。 

 また、右側の２業務運営の改善では、国際交

流の再開による留学生や障がいを持った学生の

受入拡大に対応できる体制整備を、そして５で

は、教職員のコンプライアンス遵守の再徹底を

示すこととしています。次のページからは、中

期目標案の本文を記載しているので、後ほど御

覧ください。 

渡部芸術文化スポーツ振興課主幹(総括） 続

いて２７ページを御覧ください。 

 公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財

団について説明します。まず、２の県出資金は

５億４０１万３千円で、出資比率１００％とな
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っています。 

 次に３の事業内容については、ｉｉｃｈｉｋ

ｏ総合文化センター及び大分県立美術館の両施

設を拠点として、県民の幅広いニーズを踏まえ

ながら、様々な芸術文化事業の実施などを行っ

ています。 

 次に４の４年度決算状況ですが、左側の下か

ら４番目、当期一般正味財産増減額は１，５１

８万４千円の赤字となっています。令和４年度

は燃料費高騰に伴い、両施設とも指定管理業務

における電気代及びガス代が上昇したため、県

が指定管理料を増額しています。しかしながら

結果的に赤字となりましたが、施設の安定的な

管理運営は維持できています。その一つ下、当

期指定正味財産増減額は１億１，００６万７千

円の赤字となっています。これは主に自主事業

を実施するため、基金を取り崩したことによる

ものです。その結果、一番下の当期正味財産増

減額は１億２，５２５万１千円の赤字となって

います。 

 次に５の問題点及び懸案事項では、県立総合

文化センターと県立美術館において、一つ目の

多様な芸術文化事業の展開と健全な財政運営の

両立、二つ目の本県の芸術文化の創造と発信、

さらには三つ目の様々な団体等との連携が求め

られています。 

 これらに対する６の対策及び処理状況は、県

民に本物の芸術文化に触れる機会を提供するた

め基金を積極的に活用し、新型コロナウイルス

感染症の影響を受ける中にあっても、９年ぶり

となる海外オーケストラ公演、ＮＤＲ北ドイツ

放送フィルハーモニー交響楽団やポケモン化石

博物館等、両施設において様々な取組を実施し

ています。 

藤川交通政策課長 続いて２８ページをお願い

します。 

 大分高速鉄道保有株式会社について説明しま

す。２の県出資金は１億９，６００万円で、出

資比率は８２．５％です。 

 ３の事業内容については、平成１３年度から

１５年度にかけて、大分駅と佐伯駅間の高速化

を図っています。 

 ４の４年度決算状況ですが、当期純利益は１，

３５１万５千円で黒字となりました。昨年度よ

り２５０万円ほど増加しています。今後も減価

償却費が減少していくため、引き続き黒字が見

込まれます。 

 ５の問題点及び懸案事項については、当法人

は令和１０年度にＪＲ九州が施設を買い上げた

上で出資金を県とＪＲ九州に返還し、清算する

予定となっていますが、平成１９年の所得税法

改正による減価償却期間の延長されたこと、平

成２８年のＪＲ九州の株式上場に伴う固定資産

税の減免措置が終了したこと、平成２９年の台

風第１８号により被災した資産の除却処分等に

より、清算に向けた収支計画の見直しが必要と

なっています。今後も経営については３か月に

一度開催される定例取締役会で報告を受け、適

切に指導監督を行っていきます。あわせて、Ｊ

Ｒ九州と清算時期の再検討や管理費の節減等、

清算に向けた協議を継続していきます。 

 続いて２９ページをお開きください。 

 大分航空ターミナル株式会社について説明し

ます。２の県出資金は１億４，２５０万円で、

出資比率は２８．８％です。 

 ３の事業内容については、大分空港ターミナ

ルビルの管理運営等を行っています。 

 ４の４年度決算状況ですが、全国旅行支援な

どの効果もあり、前年度より乗降客数が約６６

万人増加したことから物販や飲食の売上げが伸

び、就航便数増加に伴う受託業務収入等が増加

したことから、売上高は約２６億２，２００万

円となりました。その結果、営業利益は約２億

３１００万円、当期純利益は約１億６千万円の

黒字となりました。 

 ５の問題点及び懸案事項については、急速に

回復した国内線乗降客数への対応や国際線の運

航再開に向けてのカウンター業務、航空機の誘

導を行う人員不足解消が喫緊の課題となってい

ます。また、今年６月に発覚したコインロッカ

ーの売上金着服事案を受け、責任体制の明確化

を図るとともに現金取扱いマニュアルの更新や

社員を対象としたコンプライアンス研修の実施

などにより再発防止に取り組んでいます。 
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 ６の対策及び処理状況については、中期経営

計画に掲げる、お客様満足度の高い空港づくり

や安全で安心な空港づくりといった重点課題で

一定の成果を上げられるように取り組むととも

に、アフターコロナの環境変化を踏まえた次期

中期計画を策定します。令和５年に吸収合併に

より新設した旅行業部門の立て直しとあわせて、

今後予定される大型設備投資に備え、資金計画

の策定及び確実な利益確保に向け、収益の最大

化とコストの最小化に取り組んでいきます。 

梅木芸術文化スポーツ振興課課長補佐（総括）

 次に、議案ではないものの大分県公社等外郭

団体に関する指導指針の対象団体について報告

します。まず、株式会社大分フットボールクラ

ブについてです。 

 初めに、議員の皆様におかれては大分トリニ

ータを支援する議員連盟を組織していただくと

ともに、シーズンパスの購入や後援会への入会

などについても大変御支援をいただいており、

心からお礼申し上げます。今シーズンの大分ト

リニータは、９月２３日時点でリーグ戦１５勝

９分１２敗、勝ち点５４の８位という状況であ

り、目標であるＪ１復帰に向けてチームとフロ

ントが一丸となって戦っているので、引き続き

御支援のほど、よろしくお願いします。 

 それでは資料の３０ページをお願いします。 

 まず２の県出資金は１千万円で、出資比率は

３．７％となっています。 

 次に３の事業内容については、大分トリニー

タの経営を中心にスポーツ選手の養成や指導、

スポーツ教室の開催や県民へのスポーツ普及活

動を行い、サッカーを通じた地域貢献に努めて

います。 

 次に４の４年度決算状況ですが、左の損益計

算書の一番下にあるとおり１億８，６２０万９

千円の当期純損失を計上しています。３期連続

の赤字となりましたが、主な原因は新型コロナ

ウイルスの影響によるスポンサーやチケット収

入の減少によるものです。 

 次に５の問題点及び懸案事項ですが、一つ目

は持続可能な経営に向けた経営体質の強化が求

められていることです。二つ目としては、新型

コロナウイルスの影響で経営環境が非常に厳し

い中でどのように営業活動を強化していくかで

す。 

 ６の対策及び処理状況ですが、平成２１年度

の経営危機以降、新たなスポンサーの獲得など

による収入の確保に取り組むとともに、あらゆ

る経費の削減など、徹底した合理化に努めてい

ます。さらに、厳しい経営環境の中で経営基盤

を強化するためクラウドファンディングによる

資金調達にも取り組んでいます。今年７月から

８月にかけて実施したクラウドファンディング

については、目標の１億円には届きませんでし

たが約７，２００万円の支援をいただくことが

できました。引き続き、クラブの経営安定化に

向けた取組について、県としても注視していき

ます。 

藤川交通政策課長 続いて３１ページをお願い

します。 

 株式会社別府交通センターについて説明しま

す。２の県出資金ですが、総額は１億８千万円

で県は３，９００万円を出資しており、出資比

率は２１．７％となっています。 

 ３の事業内容については、県民をはじめ観光

客の利便性や安全性の向上を図るなど、主に別

府国際観光港前のバスターミナルの運営、管理

業務や土産品等の販売、食堂の経営などの事業

を実施しています。 

 ４の４年度決算状況ですが、当期純利益は新

型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、

売店事業の収益の増加等もあり２期ぶりに黒字

を確保し１，０１５万４千円となりました。 

 ５の問題点及び懸案事項については２点あり、

一つ目のウィズコロナにおける来店客数の確保

と累積赤字の解消については、ポストコロナに

移行し人流の回復が予想されるため、これを着

実に収入アップにつなげられるよう、誘客促進

や販売商品の充実など営業の強化や仕入先の見

直しなど経費抑制に取り組み、売上げ及び利益

の確保を図っていきます。 

 二つ目については、別府港の再編が予定され

ているので、それにあわせて今後の経営方針に

ついて、別府交通センターと協議を進めていき
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たいと考えています。 

 続いて、資料の３２ページを御覧ください。 

 一般財団法人大分県自動車会議所について報

告します。２の県出資金ですが、資本金等の総

額は２４５万円で、そのうち５０万円を県が出

資しています。出資比率は２０．４％です。 

 ３の事業内容については、交通会館の経営及

び維持を主に行っており、そのほか交通安全事

業の促進及び協力や自動車に関する調査研究及

び普及宣伝、事業者間の連絡協調、意見の公表

及び関係諸官庁への要請活動などを行っていま

す。 

 ４の４年度決算の状況ですが、当期純利益は

７万２千円の赤字となっています。 

 ５の問題点及び懸案事項については、今後も

引き続き会館の維持管理を行うとともに、令和

３年度まで計上していなかった減価償却費を計

上したことや令和３年度の長期借入金の完済に

伴い、返済期間中上乗せしていた共益費を減額

したことにより令和４年度は赤字となりました

が、今後は賛助会員の募集や会議室の利用促進

を積極的に行い、増収を図っていきたいと考え

ています。 

小川委員長 ただいまの報告について、委員の

皆さんから質疑はありませんか。 

阿部委員 芸術文化スポーツ振興財団ですが、

項目３の事業内容の中で、３に県民のスポーツ

意識の向上と多様な交流の場の創造を目的とし

たスポーツの振興に関する事業とあるんですけ

ど、具体的に例えばどういう事業があったのか。

私は余り財団がそういうことをしたと聞いてい

ない。むしろ芸術の部分で美術館だとか、そう

いうところが前面に出てきて、スポーツと名前

は付いているんだけど、果たしてそんなことを

やっているのか、具体的に何かあるのかなと。

いや、３番のスポーツに関してはこういうこと

をやっていますというのがあれば、説明しても

らえないですか。例えばラグビーワールドカッ

プでやりましたと、その時に財団が関与したと、

サッカーでも関与したと。しかし、その後は何

もないわけですよね。そこのところを少し、私

に分かりやすく説明してもらえんかな。 

渡辺芸術文化スポーツ振興課主幹（総括） 委

員御指摘のとおり、公益財団法人大分県芸術文

化スポーツ振興財団は名称にスポーツと入って

いますが、活動のメインはやはり芸術文化に重

きが置かれており、昨年度も具体的にスポーツ

の取組で何があったかと言うと、なかなか説明

できるものがない状況が正直なところです。た

だ、今年度については１０月９日に大分ステー

ジがあるツール・ド・九州の関係で、県立美術

館ＯＰＡＭで９月２０日から２４日にかけて、

ツール・ド・九州に関する展示を行うなど、そ

ういう形でスポーツの振興に関する取組をして

います。今後、委員が言われたように、芸術文

化のみではなくスポーツの振興についても、ど

ういったことができるかを財団職員と検討して

いきたいと思います。 

阿部委員 せっかくここの事業概要に大きく項

目としてあるわけですから、もう少しスポーツ

振興、スポーツに関しても積極的に関与してい

く、そういう財団の使命があるんじゃないかと

私は思うんですよね。単に芸術ばかりでなく、

スポーツもイベントがあるときだけやるのでは

なくて、日常の平生の時にスポーツ振興をやっ

ていかないと、ツール・ド・九州があるからこ

うだと、それだけではスポーツ振興と財団の事

業内容に正面切って書く必要性が全然ないんじ

ゃないかとまで思っているんですけどね。そう

いうところは、財団の人たちとしっかり話をし

て、何のためにあるのか、もしそれができない

のならスポーツという言葉を削ればいいんです

よ。そして別な次元で考えていく、特にスポー

ツの場合は、青少年の健全育成からも随分多岐

にわたるのだから、それは大事な部分だと思い

ます。そういうところもぜひ取組の中に入れて

ください。要望しておきます。回答は結構です。 

小川委員長 ほかに委員の皆さんから、質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

太田委員外議員 ２０ページの大分県立芸術文

化短期大学の決算で７００万円くらいキャッシ
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ュフローが減っているんですが、当期総利益は

いわゆる取崩しをして１００万円くらいあるん

ですけど、運営費交付金費としては今年度少し

増えているんですかね。 

小野政策企画課長 運営費については、電気代

が上がったこともあって、少し増やしています。 

太田委員外議員 足りるんですかね。 

小野政策企画課長 はい、さきほども説明しま

したが、取崩しの７８８万７千円は経常費用の

中で、そこの取り崩して使う分は入っており、

キャッシュ的に言うと経常損失の６７２万５千

円が赤字になって補 したというよりも、もと

もと取崩しの部分を原資として使った経費が経

常費用に入っているので、運営上問題があると

は認識していません。（「ありがとうございま

す」と言う者あり） 

福崎委員外議員 芸術文化スポーツ振興財団の

件で、今ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センターのグ

ランシアタ改修工事をされていて、一つも使え

ない状況なんですね。ＯＰＡＭだけが拠点とな

って活動されていると思うんですけど、私が見

る限り子どもや家族連れのイベントが少ないよ

うに感じる。あそこで文化交流や人の交流が余

りない、単にグランシアタの改修が行われてい

るからというだけじゃなくて、ちょっと企画が

少ないんじゃないのかと感じるのと、グランシ

アタが来年度に改修されてオープンした時の仕

込みと言うか、オープンしていろんなイベント

をして、新たなグランシアタを拠点に芸術文化

をもっと活発的にしないといけないのではない

かと思うんですが、そのときにはもう１年前か

ら仕込んでおかなければいけないと思うんです

よね。大きなイベントなどは１年前からどんど

ん組み込まれていく、例えば大物歌手を呼んだ

りとか、いろんな企画を組んだりするときに、

そういう仕込みをしなければいけないのですが、

その準備ができているのかを少し聞きたいので

すけど。 

渡辺芸術文化スポーツ振興課主幹（総括） ま

ず１点目の親子、子ども連れを呼べるイベント

に関して、例えば本年度で言うと企画展の中で

朝倉文夫展を６月９日から８月１５日にかけて

行いました。その取組の一環として、絵本作家

であるザ・キャビンカンパニーさんと連携した

取組、また美術家の安部泰輔さんと連携をした

取組をしています。例えば安部泰輔さんとの連

携では、１階のアトリウムで子どもが画用紙で

絵を書いて、それを安部泰輔さんがぬいぐるみ

にする取組をしています。実は私も子どもを連

れて参加したんですけど、その期間中は非常に

多くの親子連れに来場していただき、議員御指

摘のとおり、子どもが来れば親や祖父母も来る

ので、来場者数の増加に非常に大きな効果があ

ります。今年度こういった取組をしたんですけ

ど、引き続き来年度以降も子ども連れの方にも

来ていただけるような取組を検討していきたい

と思っています。 

 また来年度、ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センタ

ーが改修工事を終えて、５月中旬から下旬にか

けて再開するんですけれども、来年度の具体的

な公演とか、ＯＰＡＭでの企画展等の内容につ

いては、議員御指摘のとおり１年前から検討を

始めており、ちょうど９月２２日に財団の理事

会があり、そこで大まかに公演や美術館の企画

展について理事会の中で諮っています。財団と

しては機能向上の改修をして、こけら落としの

意味を含めて、多彩な公演をしたいということ

で、ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センターついては

例えばウィーン少年少女合唱団の公演や落語、

それから市川團十郎の襲名披露など、多彩なジ

ャンルの自主公演をしたいと考えています。ま

たＯＰＡＭについても、来年度はＪＲデスティ

ネーションキャンペーンもあるので、その期間

中も踏まえ、例えば１階のアトリウムで鉄道模

型を走らせる、また夏休み期間であれば子ども

たちにも来てもらえるように養老孟子先生の昆

虫展を企画するなど、できるだけ多くの方に来

ていただける形で、財団としても知恵を絞りな

がら企画を考えています。 

福崎委員外議員 ぜひとも子ども連れの、例え

ば今はやりのポケモンとか、子どもさんが喜ぶ

ドラえもん展とか、ほかの県はそういうのをさ

れていて、夏休み期間などは子どもたちでにぎ

わっているので、できる限り時期にあわせたも
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のを企画していただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 それと、せっかくグランシアタを改修するの

であれば、私は大分県ではコンサートがものす

ごく少ない気がするんですね。福岡県や熊本県、

宮崎県もあるのに、なんで大分県はコンサート

が少ないのかなと。それって努力が足りないの

か、いろんなイベント企画会社があって、そこ

ら辺にしっかりとアプローチをかけるなど、日

頃からそういう努力をされているのかなと。

前々から少し感じるところがあったので、そこ

ら辺はしっかりと、この財団がすることなのか

は別にして、やっぱりコンサートが開かれると

若い方も大変喜ぶと思うので、できる限りそう

いうコンサートも誘致できるように、あれは多

分１年半前とか早くから手を打たないとスケジ

ュールが取れないはずなので、もっと先取りし

てやっていただきたいと思います。そこはお願

いしたいと思います。 

小川委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長  ほかに質疑もないので、次に⑪か

ら⑬について、一括して説明をお願いします。 

工藤おおいた創生推進課長 資料の３３ページ

をお願いします。 

 部長が一般質問でも答弁しましたが、大分県

のふるさと納税について報告します。ふるさと

納税の全国の寄附額は、平成２０年度の８１億

円から、昨年度は９，６５４億円と１２０倍の

規模にまで拡大しており、１兆円に迫ろうとし

ています。 

 一方、本県全体の昨年度の寄附額は約１０７

億円と全国では２８位であるものの、九州では

最下位に甘んじている状況です。その一因には、

これまで県では県内市町村との競合を避けるた

め、ふるさと納税への本格的な参入を見送って

きたことがあるのではないかと考えています。 

 しかしながら資料上段に記載のとおり、全国

上位に位置する佐賀県や長崎県などは、県の寄

附額の増加に伴って、市町村の寄附額も伸びて

いる状況もあります。このため、資料下段に記

載しているように、本県としても今年度から返

礼品の充実を進め、大分県の誇る特産品の認知

度を全国的に高めることで、市町村との相乗効

果を図ることとします。 

 また、県への寄附額については市町村支援の

財源に充てることで、市町村に還元することも

検討したいと考えています。地方を応援するふ

るさと納税制度を積極的に活用し、自主財源の

確保に努めていきます。 

藤川交通政策課長 続いて、資料３４ページを

お願いします。 

 大分空港海上アクセス整備事業に関して、現

在の進捗状況と今後のスケジュールについて報

告します。 

 まず、船舶調達の状況について報告します。 

１番船は、リフトファンの破損後は予定どおり

に建造が進められ、８月２４日に大分港の大在

公共埠頭に到着しました。その後、今月７日に

別府湾内の運航が想定されるルート上で、国に

よる最終の船舶検査を受け、翌日８日に県に納

入されました。さらに、その翌日９日には、県

議会からは元吉議長や小川委員長に御参加いた

だき、関係者による納入式を田ノ浦ビーチで開

催しています。そして、今月１２日に造船事業

者からの引渡しを受けています。 

 なお１番船の遅延賠償金について資料右側に

記載していますが、本来の納入期限７月２０日

から５０日遅れた９月８日に納入されたことか

ら、船舶売買契約に基づき遅れた日数に応じた

賠償金額を、引渡しを受けた９月１２日付けで

造船事業者に対して請求を行っています。契約

に基づく請求金額は１，２９１万４，０７５円

です。既に９月２６日に造船事業者から入金さ

れています。 

 なお今回の賠償金の請求は、あくまで納入済

みの１番船に係るもののみであり、今後発生す

る２番船に係る遅延賠償金は、２番船が納入さ

れ遅延日数が確定次第、改めて請求することと

なります。 

 その２番船については、資料左下ですが８月

３１日に船体が完成しています。国の検査官に

よる事前の船舶検査が行われるとともに、県も

イギリスに行って、速力や揺れの状況など性能
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面の確認を行いましたが、特に問題は確認され

ませんでした。その２番船は今月２０日に貨物

船でイギリスを出発して既に大分県に向かって

おり、資料には到着予定を１０月下旬頃と記載

していますが、イギリスで台風が発生して貨物

船の出発が遅れたこともあって、到着予定は１

１月上旬となる見通しです。その後、１番船と

同様に国による最終の船舶検査を経て、本来の

納入期限１０月１２日より約１か月遅れ、１１

月下旬頃に本県に納入される予定です。 

 ３番船については予定どおり建造作業が進め

られており、当初の予定どおり来年１月１８日

までに納入される予定となっています。 

 続いて、発着地整備の状況について報告しま

すので、次の３５ページをお願いします。 

 大分市側発着地では、ホーバーの操船訓練で

使用する艇庫と斜路の工事が優先的に進められ

ており、明日９月３０日には完成します。ター

ミナル上屋は本年１２月に完成予定であり、現

在は屋根の防水工事や内装工事などを行ってい

ます。また、立体駐車場を含む外構工事は来年

２月末の完成を予定しています。なお、８月末

時点での大分市側の工事の進捗率は、事業費ベ

ースで７９．１％です。 

 一方、空港側発着地についてはホーバーの操

船訓練で使用する航走路の補修や遮音壁の設置

は、既に工事を完了しています。ターミナル上

屋は本年１２月の完成を予定しており、現在は

内装工事や空港ターミナルにつながる歩廊部分

の工事を行っています。空港側の８月末時点で

の工事の進捗率は、事業費ベースで７８．６％

となっています。 

梅木芸術文化スポーツ振興課課長補佐（総括）

 資料３６ページを御覧ください。 

 今年第１回目を迎える国際自転車ロードレー

ス、ツール・ド・九州について説明します。ま

ず、今年度の大会についてです。先日、アメリ

カやマレーシアなど海外からの８チームを含む

出場全１８チームが発表されました。大分県の

プロサイクルチームである、スパークルおおい

たも出場が決まっており、地元チームとして大

会での活躍を期待しています。 

 大分ステージは１０月９日に日田市で開催さ

れます。コースはスタート地点となるオートポ

リスからフィニッシュ地点の日田市役所付近ま

で約１２９キロメートルの下り基調となってお

り、スタート地点とフィニッシュ地点を往復す

る無料シャトルバスの運行により、その両方を

観戦できることが大分ステージの特徴となって

います。また、市街地では観戦客の利便性を考

慮して日田駅や各一般駐車場とイベント会場で

ある日田市役所をつなぐ無料循環シャトルバス

もあわせて運行します。 

 当日はレースのライブ映像を流すパブリック

ビューイングをはじめ、ステージイベントの開

催や県内の特産品を扱う飲食ブースの出店など

にぎわいの場も創出することとしています。本

番まであと僅かとなりましたが、引き続き大会

の成功に向け万全の体制で取り組んでいきます。 

 次に、来年の２０２４大会についてです。ツ

ール・ド・九州は来年以降も毎年開催される予

定であり、大会ごとに開催県の募集が行われま

す。大会参加により地域の活性化やサイクルス

ポーツの振興等につながると考えており、本年

に引き続き大分県で開催したい意向を大会本部

に伝えています。来年度の当初予算において、

現在のところ今年度と同規模でお願いしたいと

考えていますので、よろしくお願いします。 

 なお、具体的な日程やコースなどの詳細につ

いては、今後大会本部等と協議して決定するこ

とになります。 

小川委員長 ただいまの報告について、委員の

皆さんから質疑はありませんか。 

首藤委員 ふるさと納税についてです。さきほ

ど返礼品を充実させていくと伺ったんですけど、

この１０月からふるさと納税の経費部分５割以

下のルールが変わって、返礼品の見直しをして

いるところが、各地域で結構あると思うんです。

ちょっとなんか逆行しているように思うんです

が、どのような戦略で、どのようなもので寄附

額を増やそうとしているのか。もう少し詳しく

教えてください。 

工藤おおいた創生推進課長 資料の下段に書い

ていますが、県が返礼品として取り扱う特産品
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については、県を代表するものとして右に例示

しており、例えば高級しいたけや県産米として

特定の市町村の地域ブランドは扱わないことで

考えています。それは結局、市町村との競合に

なるので、あくまでも県を代表するものとしま

す。そのほかにも旅行クーポンですが、ほかの

都道府県でも寄附額の上位に来ているので、県

に来ていただき県内を周遊していただいて、観

光消費してもらう。このようなものは県で扱う

べきものかなと。今そういったものを検討して

います。 

首藤委員 おっしゃるとおりで、何と言うか物

の取り合いじゃないけど、売りあい合戦みたい

になって、ふるさと納税そのものの精神と言う

か、根本がちょっと変わってきているなと私自

身も感じているので、それこそ体験できるとか

やはり大分独自の、本当に大分を助けたいとか、

ふるさとをこうしたいといった思いが返礼品に

変わるようなものを今後もどんどん開発してい

ただきたいと思いますので、お願いします。 

守永委員 ２点ほどお伺いしますけど、一つが

ふるさと納税に関連してですが、昨年度と言う

か、寄附額がぐっと増えてその中で制限がかか

って、逆に次はぐっと下がってしまうことも想

定されると思います。その中で、今は返礼品に

何が来るかに着目して、どこを選ぼうかという

動きなんですけど、制限がかかると自分が寄附

したものが、いったい何に使われるのかにやは

り着目がいくと思うんですよね。何に使われて

いるのかを具体的に寄附する人に、夢を与えら

れるような工夫ができないのかと思うんですけ

ど、その辺はどう捉えているのか、考え方を聞

かせていただきたいのが１点。 

 あとホーバーの関係なんですけど、私はまだ

到着したホーバーが空港で泊まっているのを見

ただけなんですけど、動いているのを見たこと

がないので、騒音の実態を昔ホーバーを体験し

た方――今回、委員長も乗ったんですかね（「 

はい」と言う者あり）どうだったのかという情

報を持っていればお聞きしたいのと、ホーバー

基地で防音壁等の工事も今後になるんでしょう

けど、その機能がちゃんと役に立っているのか

も含めて、どういった騒音対策やチェックをし

ていくのか、そういった計画があれば教えてい

ただきたいと思います。 

工藤おおいた創生推進課長 まず、今回基準の

見直しで市場がどうなるかですけど、寄附額は

令和元年度から令和４年度は完全に倍になって

おり、本当に急増しています。今回のルールの

見直しは、全国で同じような見直しになるので、

恐らく市場規模が大きく落ち込むようなことは

なく、むしろ伸びていく方向にあるのではない

かと考えています。それと――すみません、も

う１点は何でしたかね（「寄附を何に使うか」

と言う者あり）すみません、寄附の使途につい

ては、ふるさと納税を申し込むときに返礼品を

選びますが、その先に使い道を選んでいただく

ようにしています。ですから寄附するときに、

こういったことに使ってくださいと、選んでい

ただくシステムになっています。 

藤川交通政策課長 ホーバーの騒音についての

お尋ねですけど、すみません、私が今手持ちで

数値を持っていないので、まず一つ感想になる

んですけど、私も実際にホーバーに乗りました。

船の中の音ですが、隣の人と普通に会話できる

くらいの状況で、確か数値的には地下鉄の車内

と一緒ぐらいだと記憶しています。あと、船外

の状況ですが、さきほどの納入式をしたと報告

しましたが、そちらに来ていた県民の方やマス

コミの方の話を聞いても、前よりはずいぶん静

かになったと聞いているので、それなりに昔の

ホーバーに比べると低い音量に抑えられている

のではないかと考えています。 

 それからチェック体制については、現在そう

いったことで簡易的にどれくらいの音が出るか

を計っており、それは大分市側についてもシミ

ュレーションどおりですとか、あるいは空港側

は航空機の規制がかかっているんですけど、そ

の基準以内なので大丈夫だと考えているんです

けど、定期的にモニタリングをして、騒音がど

うなのかチェックをしていきたいと思います。 

守永委員 まず、ふるさと納税に関してですけ

ど、何に使ってくださいと選べるようになって

いるけど、実際にこう使ったと情報として発信
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できるかがこれから大事だと考えているので、

それはどうなのかをお答えいただければと思い

ます。 

 それとホーバーについては、モニタリングを

することで、特に西大分の地元の方がどう受け

止めているのか、今後何らかの形で調査やアン

ケートがいいのかどうか分かりませんが、そう

いった取組をしていただければありがたいと思

います。よろしくお願いします。 

工藤おおいた創生推進課長 何に使ったという

のは、毎年度ホームページで公開しています。 

守永委員 そのホームページ上で、やはり寄附

者の関心を引くような表現、そういった発信力

を高めていただきたいと思うので、よろしくお

願いします。（「承知しました」と言う者あり） 

藤川交通政策課長 西大分側についても、しっ

かりと確認していきたいと思います。（「あり

がとうございます」と言う者あり） 

玉田委員 ツール・ド・九州については今年度

実施されるので、確か経済波及効果が出ていた

と思ったのですが、それがいくらだったかを確

認したいのが一つ。それから、今年度行われた

後に、検証の意味で２０２４年大会に参加の意

向を示して、同程度の予算を計上することなの

で、それの裏付けと言うか、そういう部分でも

必要だと思うので、その検証をしっかりやって

ほしいと。 

 もう一つは、この間北海道であったような大

きな事故が起こらないように、安全対策をしっ

かりやっていくことです。専用道路になっても

周知してないと、どうしても人が入ってきて大

変な状況になることもある。そういう対策につ

いて、今の段階で何かあれば教えてください。 

梅木芸術文化スポーツ振興課課長補佐（総括）

 いくつか御指摘をいただきました。まず、経

済波及効果の関係ですけど、これは大分県が独

自で行っているというよりは、一般社団法人ツ

ール・ド・九州が行っているので、５月若しく

は６月に出たところによると、今年度の予想と

しては全体で約３０億円、大分県でも７億円程

度の経済波及効果が予想されています。これに

対して、どのような結果が出るのかについては、

また大会事務局に出してもらえないかと、お願

いをしていこうと思っています。 

 それから安全対策の件ですが、北海道は痛ま

しい事故でした。ツール・ド・北海道が先日行

われて、その中で大学生が対向から来た車には

ねられて死亡した非常に痛ましい事故でした。

これを受けて大会事務局、県、それから県警と

も協議をしながら、必要に応じて協議を重ねて

いるところです。我々としては、当日の車両は

当然全面通行止めにします。全面通行止めにし

ても、脇から入ってくる車も当然考えられるの

で、そういうところには人を置く、あるいはコ

ーンバーを置いて対策する。事前にパトカーや

白バイを走らせて、レースが来ると絶対に周知

しなければいけないのですが、これを徹底して

二度とこのような残念な事故が起きないように

する。これは大会事務局の一般社団法人ツー

ル・ド・九州が警備を担っているんですけど、

我々も地元の開催県として連携して気を付けて

いきたいと思っています。 

玉田委員 やはり初めてですし、それから大変

注目されているので、さきほども言った経済効

果の検証、それから今回の安全対策をしっかり

やってほしいと思います。よろしくお願いしま

す。 

吉村委員 ツール・ド・九州に関連して、１点

伺いますが、私も非常に楽しみにしています。

来年度以降もとのことですが、もし分かれば予

算の部分を伺いたいのですけど、大会の日田市

のコースに関して、一般道も走ると思うのです

が、この大会用に道路整備したのか。道路補修

を含めて、予算をどれくらいかけたのかが分か

れば教えてください。 

梅木芸術文化スポーツ振興課課長補佐（総括） 

 まずこのコースをつくるために、何か道路を

新しく造ったとか、コースを整備したことはあ

りません。ただし、さきほどの事故の問題もあ

って、やはり道のでこぼこ等があり得るので、

大会のアドバイザーが何回か大分県のコースを

走っていて、この部分は危ないのではないかと

いった御指摘をいくつか受けています。幸いに

も、そんなに大きなものはなかったのですが、
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大会直前も１、２回来て、もう一度確認してい

るので、土木事務所にも協力してもらって穴な

どは極力埋めるようにしています。本当に埋め

られないものとか、突発的にできたものについ

ては、大会本部で危ないところだと事前に知ら

せるコーンを置いて、ここは走らないように気

を付けるとか、そういう対策をします。 

 予算については、今年度の予算が約８，３０

０万円でお願いしていますが、コース等もいろ

いろと来年度には変わると思うので、多少の変

動はあると思いますけど、現状この程度の予算

をお願いしたいと思っています。（「はい、あ

りがとうございます」と言う者あり） 

小川委員長 ほかに委員の方でありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

佐藤委員外議員 さきほど議論しましたけど、

ふるさと納税の確認です。これを始めるにあた

って、もう市町村もかなり工夫してやっている

んですけど、当面のＰＲや申込み、それから事

務といったものは、どこか外部に委託すること

は考えていますか。それともう一つ、目標金額

があればお聞かせください。 

工藤おおいた創生推進課長 まず外部委託する

かですけど、昨年の大分県への寄附額は約２，

６００万円です。現時点ではこの規模感なので、

まず直営を考えています。目標額も少し遅れて

参入するので、余り大きなことは言えないんで

すけど、全国順位が昨年度は４２位なので少な

くともこれは上回りたいなと、金額よりも順位

を上げたいと思っています。 

佐藤委員外議員 さきほどの話ではＰＲをする

と、ＰＲによって金額が伸びた実績もあるので、

今の金額では大丈夫だと思いますがまた御検討

ください。ありがとうございました。 

太田委員外議員 同じくふるさと納税ですが、

ある地域によっては運送費をかけないように、

特に旅行クーポンは電子クーポンでお客様が来

てからその場で発行するようなことをしている。

２０２４年問題で運送が心配される中で、お米

を送るのは一番運送費がかかるので、その辺の

工夫をぜひしてほしいと思います。よろしくお

願いします。（「はい」と言う者あり） 

福崎委員外議員 私もふるさと納税について聞

きたいんですが、大分県民が寄附した額が分か

れば教えていただきたいと思います。今説明が

あったのは、大分県に寄附された額ですよね。

大分県の人が寄附した、ふるさと納税に使った

額を分かれば教えてほしいのですけど。 

工藤おおいた創生推進課長 すみません、総務

省が出しているのですが、今手元に資料があり

ません。さきほどの空き家の資料とあわせて、

後ほどお持ちします。申し訳ありません。 

小川委員長 福崎議員いいですか。（「はい、

いいです」と言う者あり）。ほかに質疑もない

ので……（「委員長」と言う者あり） 

藤川交通政策課長 さきほどの守永委員の質疑

に対する答弁で、１点修正したいと思います。

私、西大分側で既に計測していると申し上げま

したが、さきほど説明したように、艇庫の完成

が明日なので、それから運行事業者に貸付契約

を行って、運行事業者が訓練を始めます。その

訓練の中で測定をして、当初のシミュレーショ

ンどおりに収まるかを確認していきたいと思い

ます。ちなみに大分市は騒音防止条例を定めて

いるので、その基準に収まるかを確認していき

たいと考えています。（「ありがとうございま

す」と言う者あり） 

小川委員長  ほかに質疑もないので、これで諸

般の報告を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別にないので、これをもって企画

振興部関係の審査を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 ここで暫時休憩します。再開は午後３時とし

ます。 

 午後２時４９分休憩 

―――――――――― 

 午後２時５９分再開 

小川委員長 それでは再開します。これより総

務部関係の審査に入ります。 

 本日は委員外議員として太田議員、福崎議員、
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佐藤議員に出席いただいています。  

 それでは議案審査に入ります。最初に若林総

務部長から、総務部関係の議案について概括的

な説明をいただきます。 

若林総務部長 委員の皆様には、平素より御指

導をいただき、誠にありがとうございます。 

 また、本日引き続いての審査となることを改

めてお礼申し上げます。まず私から、本日の案

件について、その概要を概括的に説明します。 

 本日の付託案件は１件です。第７０号議案令

和５年度大分県一般会計補正予算（第２号）に

ついては、主に梅雨前線による大雨災害からの

本格的な復旧と復興に向け、必要な経費を計上

するとともに、人材確保等に取り組む貨物自動

車運送事業者を支援する経費について追加の措

置をするためのものです。 

 また諸般の報告としては、令和４年度大分県

内部統制評価報告書の提出について説明します。

加えて、公社等外郭団体の経営状況等について

全体的な概要を説明した上で、総務部が所管す

る公益財団法人大分県自治人材育成センターに

ついて報告します。そのほか、大分県行財政改

革推進計画の進捗状況について及び過疎地域持

続的発展県計画の進捗状況について説明します。 

 これより詳細については、それぞれ担当課長

から説明させますので、どうぞよろしくお願い

します。 

小川委員長 ありがとうございました。 

 それでは、第７０号議案令和５年度大分県一

般会計補正予算（第２号）のうち、総務部関係

部分について執行部の説明を求めます。 

髙木財政課長 第７０号議案令和５年度大分県

一般会計補正予算（第２号）の全般的事項と歳

入について説明します。 

 議案書は１ページからですが、総務企画委員

会資料で説明します。タブレットの資料２ペー

ジを御覧ください。 

 左側にあるとおり、この補正予算はさきほど

部長からも説明があったとおり、梅雨前線によ

る大雨災害からの本格的な復旧、復興に向け必

要な経費を計上するとともに、人材確保等に取

り組む貨物自動車運送事業者を支援する経費に

ついて計上しています。また、令和４年度決算

剰余金が固まったことから、財政調整基金や減

債基金等に積み立てます。 

 １補正概要にあるとおり、補正額は１９２億

２，４５０万９千円の増額であり、既決予算を

加えた累計額は７，４３８億３，５５０万９千

円となります。次に歳入の内訳ですが、今回補

正する歳入は国庫支出金６６億７，８３７万９

千円、県債３３億８，４００万円、繰入金３億

２，５８１万６千円、繰越金８８億３，６３１

万４千円となります。 

 その主な内訳について説明します。資料３ペ

ージを御覧ください。 

 第９款国庫支出金第２項国庫補助金は６６億

７，８３７万９千円の増額となっています。こ

のうち、第５目農林水産業費国庫補助金及び第

７目土木費国庫補助金に計上しているものは、

いわゆる災害関連事業と呼ばれるもので、今回

の大雨災害における山地崩壊箇所や河川、地す

べりといった被災箇所の再度災害を防止するた

め、機能強化も含めた改良復旧工事に要する経

費に充当するものです。 

 次にその下の、第１０目災害復旧費国庫補助

金ですが、こちらの国庫補助金はそれぞれ道路

や河川等の原形復旧を行う工事に要する経費に

充当するものです。 

 次に、資料４ページをお願いします。 

 第１２款繰入金第２項基金繰入金は３億２，

５８１万６千円の増額となっています。これは、

いわゆる２０２４年問題に直面する中、人材確

保等に前向きに取り組む貨物自動車運送事業者

への支援のため、おおいた元気創出基金から繰

り入れるものです。 

 次に、資料５ページを御覧ください。 

 第１３款繰越金第１項繰越金８８億３，６３

１万４千円の増額は、令和４年度の決算剰余金

です。 

 次に、資料６ページをお願いします。 

 第１５款県債第１項県債３３億８，４００万

円は、災害復旧や災害関連事業に要する経費に

充当するものです。歳入についての説明は以上

です。 
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 次に、総務部関係の歳出について説明します。

資料７ページを御覧ください。 

 第１３款諸支出金第１項積立金は、基金条例

に基づき決算剰余金の３分の１を下回らない額、

３分の１以上を財政調整基金、減債基金にそれ

ぞれ積み立てることとなっていて、今回は財政

調整用基金に３９億８９３万８千円、減債基金

に２９億４，５４７万２千円を積み立てます。 

 続いて８ページを御覧ください。 

 第２款総務費第２項企画費のうち、中段のお

おいた元気創出基金積立金ですが、決算剰余金

の財政調整用基金、減債基金に積み立てた残余

について、今後の新たな施策展開への備えとし

て１８億３，６０４万７千円をおおいた元気創

出基金に積み立てます。 

渡辺県有財産経営室長 第７０号議案令和５年

度大分県一般会計補正予算（第２号）の県有財

産経営室所管分について説明します。資料の９

ページをお開きください。 

 議案書から抜粋していますが、繰越しの承認

をお願いするものです。表の上段、第８款土木

費第１項土木管理費の県有建築物保全事業費４，

３０７万６千円です。全国的に一部の建材で調

達に時間が掛かる傾向にあり、本事業でも鉄骨

や空調設備において、通常よりも納期に時間を

要していることから、適正工期の確保のため繰

越明許費の承認をお願いするものです。 

小川委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆さ

んから質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑はありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別に質疑もないので、さきほど審

査した企画振興部関係分とあわせて採決します。 

 本案のうち本委員会部分については、原案の

とおり可決すべきものと決することに御異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

 次に、執行部から報告の申出があるので、こ

れを許します。①の説明をお願いします。 

山本行政企画課長 内部統制評価報告書につい

て報告します。資料の１０ページをお開きくだ

さい。 

 初めに、１内部統制制度の概要についてです。

内部統制制度は不適切な処理が発生する危険性

が高い事務への予防策を講じるとともに、実際

に発生してしまった不適切事案とその再発防止

策を全庁で共有し、組織全体でリスク回避に取

り組むものです。そして、会計年度ごとに取組

状況を評価した報告書を作成し、監査委員の審

査意見を付けて議会に提出することが必要とさ

れています。 

 次に、２令和４年度の評価結果についてです。

令和４年度において、内部統制は有効に整備、

運用されているとしていますが、一方で重大と

は言えないものの、今後の再発を防止すべき２

件の不適切事案が発生しています。 

 次の１１ページ、令和４年度大分県内部統制

評価報告書をお開きください。 

 評価対象期間中に発生した不適切事案につい

て説明します。まず、資料右側の（１）船舶の

誤廃棄処分に対する損害賠償についてです。別

府土木事務所において、船舶の係留が禁止され

ている八坂川で船舶１隻を所有者不明船と誤認

し、所有者確認等の手続を経ずに処分したこと

により、所有者に対し３２万８，６８０円の損

害賠償を行ったものです。再発防止策にあるよ

うに、今後は船舶の廃棄処分を行う際に可能な

限り直接船舶に張紙を行うなど、事前の所有者

調査や周知を十分に行うほか、従前の処分調書

に加え、新たにチェックリストを作成して関係

所属に合い議するとともに、廃棄処分時には職

員が現地立会を行うことを徹底することとして

います。 

 その下、（２）収納事務の不適正処理につい

てです。南部保健所において、金銭出納員が現

金を収納した際に交付する領収書の表紙部に、

記載すべき事項に未記載があったほか、１冊の

使用後に行うべき、かい長の決裁が行われてい
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ないなど、令和元年度の定期監査で改善を指摘

された事項を令和４年度に再度指摘されたもの

です。再発防止策にあるように、今後はマニュ

アルで適正な事務処理方法を確認し、収納事務

担当者の引継書に反映するとともに、収納事務

に携わる班員全てに、適正な領収書の記入方法

を共有することで、再発を防止することとして

います。 

 お手数ですが、再び１０ページにお戻りくだ

さい。 

 資料の中段、３要因分析と今後の対応を御覧

ください。ただいま説明した不適切事案に共通

する要因は、担当職員の業務に対する姿勢や規

範意識に問題があったことに加え、班総括をは

じめ所属全体のチェック体制が不十分だったこ

とにあると考えています。財務事務を適切に執

行していくには、所属のチェック体制を万全に

し、各職員が自身の役割を徹底することが重要

です。そのため、内部統制制度の研修において

班総括や副任、所属長による確認と指導の重要

性を改めて周知するなど、所属のチェック機能

が正常に働くよう取組を進めていきます。同時

に不適切事案と再発防止策、優良事例の横展開

により、制度の周知徹底と改善を図っていきま

す。 

 最後に、４監査委員の審査意見についてです。

ただいま説明した内部統制評価報告書を監査委

員の審査に付したところ、資料１２ページの令

和４年度大分県内部統制評価報告書審査意見書、

左側の中段、第２章の審査の結果にあるとおり、

報告書の評価手続及び評価結果に係る記載は相

当であることが認められたとの意見をいただい

ています。 

小川委員長 ただいまの報告について、委員の

皆さんから質疑はありませんか。 

守永委員 資料１０ページの３要因分析と今後

の対応のところで、班総括をはじめ所属全体の

チェック体制が不十分と下線が引かれています。

再発防止に向けた対応で、所属としてのチェッ

ク体制の構築とあるんですが、人員不足や人手

が足りていないのでしょうか。  

山本行政企画課長 今回の事案に関しては、通

常できる範囲での通常行うべきマニュアル等が

整った体制の中で、やるべきものを怠っていた

ことが主たる原因であり、人手不足で原因がく

くられることではないと、私どもは判断してい

ます。（「分かりました」と言う者あり） 

玉田委員 今の質疑に関連しますけど、南部保

健所のケースは一度指摘されたことが引き継が

れてきたと、そういう表現になっていますが、

そもそもなんで引き継がれてきたのですか。何

かそこに引き継ぐ合理性があったのですか。 

山本行政企画課長 今回の南部保健所のケース

は、以前の監査で指摘され改善されていたんで

すが、年数を経過して事務がしっかり引き継が

れなくなり、また元のような不適切な事務処理

が再発してしまったものです。 

玉田委員 では、その違うやり方を引き継いで

しまったという話だと思うんですけど、そこを

チェックできなかったのですか。引継ぎをして、

違うやり方を引き継いでしまったというチェッ

クは。まあ、その時点では働かなかったからこ

うなったのでしょうけど。 

山本行政企画課長 委員のおっしゃるとおりで

す。適正な事務処理の流れが引き継がれずに、

引継ぎがしっかりとされていないがゆえに、以

前の不適切な事務処理を、改めて新たな担当者

がやってしまったというものです。  

玉田委員 もう、ちょっと言いようがないんで

すけど、しっかりやってください。 

小川委員長 ほかに、委員の皆さんから質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の皆さんは、ありませ

んか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 ほかに質疑もないので、次に②と

③について説明をお願いします。 

山本行政企画課長 令和４年度の公社等外郭団

体の経営状況等について説明します。資料の１

３ページをお開きください。 

 個々の団体の説明については、それぞれ所管

する部局から所管の委員会へ報告することとし

ているので、私からは総括的に説明します。 
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 まず、１地方自治法に基づく経営状況を説明

する書類の議会提出については、対象が地方三

公社及び地方独立行政法人のほか、県が資本金

等の４分の１以上を出資する団体とされており、

今議会では２３団体の書類を提出しています。 

 また、県では外郭団体の運営指導を徹底する

ため、２県の指導指針に基づく経営状況等の点

検評価等として、地方独立行政法人を除いた全

ての出資団体及び県の人的、財政的関与が大き

い団体の経営状況等を公表することとしており、

対象となる４３団体の経営状況報告概要書及び

経営状況等調書を作成し、議員の皆様にお配り

しています。 

 資料の右側、３経営状況については令和４年

度の赤字団体数が１６団体で、前年度と比べて

増減はありませんでした。前年度に引き続いて、

新型コロナウイルス感染拡大の影響で売上げが

減少したり、物価高騰の影響で経費が増加して

いること等が主な要因です。 

 次の１４ページを御覧ください。 

 ４県の人的関与の状況です。総会の開催後に

変動することが多いため７月１日現在の状況を

整理しています。（１）県職員の派遣について

は、表下段の内訳にあるように、公益社団法人

大分県農業農村振興公社で業務援助職員が１名

増加しています。次に（２）県職員の役員就任

については、これも表下段の内訳にあるとおり

大分ブランドクリエイト株式会社で１名、公益

財団法人大分県スポーツ協会で２名の、２団体

３名が増加している状況です。 

 資料の右側、５県の財政的関与の状況につい

ては（１）委託料の支出が、表の３計欄に記載

のとおり総額５２億７，６５４万７千円で、前

年度に比べて１６億４，４５０万７千円の減と

なっています。これは、主に大分県土地開発公

社において、国道１９７号鶴崎拡幅改修工事に

伴う公共用地取得事業の受託金額が減少したこ

とによるものです。そのほか、昨年度から５千

万円以上の増減があった団体については、下の

表のとおりです。 

 次の１５ページを御覧ください。 

 （２）補助金・交付金・負担金の支出につい

ては、表の計欄に記載のとおり総額２４億２，

５９３万１千円で、前年度に比べて１億４，１

９９万円の増となっています。これは、主に公

益財団法人大分県スポーツ協会において、新型

コロナウイルス感染症の影響により中止されて

いた国民体育大会の再開に伴い、参加費や選手

強化費等の負担金が増加したことによるもので

す。そのほか、昨年度から５千万円以上増減の

あった団体は、下の表のとおりです。 

 続いて１６ページを御覧ください。 

 指針の対象となる全４３団体の県出資額、人

的関与や財政的関与の状況、直近の決算状況に

ついて、参考までに一覧表を添付しています。

今後とも公社等外郭団体の経営状況を的確に把

握し、適切な運営指導を継続していきます。  

井下審議監兼人事課長 続いて、公益財団法人

大分県自治人材育成センターの経営状況につい

て説明します。次の１７ページを御覧ください。 

 本団体は県と市町村の職員研修を一元的に実

施するために設立された団体で、平成２６年度

から現在の施設において研修を行っています。

項目１にあるとおり、法人代表は臼杵市長です。

県からは評議員に副知事、理事に総務部長、常

務理事に総務部参事監、監事に人事課長が就任

しており、常務理事を含め県職員６名を派遣し

ています。 

 項目２の県出資金は３００万円で、出資比率

は５０％です。研修一元化に伴い市町村側と同

額を出資しています。 

 項目３の事業内容については、県と市町村職

員の合同研修を多数実施するなど、県職員と市

町村職員の連携にも力を入れています。また、

令和４年度もコロナ禍の状況を踏まえ、映像配

信やオンライン研修も取り入れながら実施して

います。 

 項目４の４年度決算状況ですが、当財団の資

産の大半は研修施設とその付属設備です。下線

にあるとおり、当期正味財産増減額については

２，２７０万７千円の減となっており、研修施

設等の減価償却費計上によるものです。本財団

は研修の実施以外に自主事業はなく、県負担金

と公益財団法人大分県市町村振興協会補助金に
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よって運営が行われています。県は県職員研修

実施に必要となる財団運営費及び研修経費を負

担しています。 

 項目５の問題点及び懸案事項についてです。

財団発足以来、経営状況等は順調に推移してい

ます。研修一元化のメリットをいかし、県と市

町村職員の連携、協力をさらに進めるとともに、

効率的な財団運営を図っていきたいと考えてい

ます。 

 項目６の対策及び処理状況ですが、オンライ

ン方式の活用など、受講生が研修に参加しやす

い環境整備に今以上に努めていきたいと考えて

います。合同研修の内容充実により、県と市町

村職員のネットワークづくりにも寄与していき

たいと考えています。 

小川委員長 ただいまの報告について、委員の

皆さんから質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑はありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長  別に質疑もないので、次に④と⑤

ついて説明をお願いします。 

山本行政企画課長 大分県行財政改革推進計画

の進捗状況について報告します。お手元の資料

では１８ページから２２ページとなります。そ

れでは１９ページの行財政改革の推進を御覧く

ださい。 

 資料の上段にあるとおり、県では平成１６年

度を初年度とする国の三位一体改革等に伴う財

政危機以降、累次の行革プランに基づき総人件

費の抑制や大規模施設の見直し、公社等外郭団

体の整理統合など、聖域なき行財政改革に不断

に取り組んできました。 

 令和２年度からは急速な少子高齢化、人口減

少、第４次産業革命と言われる先端技術の急速

な進展など社会の変化を踏まえ、現在の行革プ

ランである大分県行財政改革推進計画を策定し、

次世代型スマート県庁の実現を目指した取組を

推進しています。 

 具体的には資料の下段にあるとおり、行政運

営、社会保障、社会資本・公共施設などの分野

において、ＩＣＴやＡＩ等の先端技術を積極的

に活用し、県民サービスの向上と行政の省力化

や効率化の両立を図るとともに、その基盤とな

る健全財政の堅持や職員の人材育成、働き方改

革の推進などにも着実に取り組んでいます。 

 次に、２０ページの大分県行財政改革推進計

画の主な取組状況を御覧ください。 

 資料上段にあるとおり、現在の行革プランで

は４７項目のＫＰＩを設定し、令和４年度末時

点で１７項目が目標達成済みとなっています。

残りの３０項目については、プラン最終年度の

６年度までの達成を目指し、鋭意取組を進めて

います。 

 続いて具体的な取組ですが、一つ目の行政運

営では、令和６年度までに行政手続の１００％

電子化及び全ての収納窓口におけるキャッシュ

レス対応を目指して取り組んでいます。電子化

については、令和４年度までに全３，４０８手

続中５２％にあたる１，７７１手続が完了して

おり、引き続き１００％電子化に向けて取り組

みます。 

 次に資料右の２社会保障ですが、県民総ぐる

みの健康づくり運動に取り組んでいます。従業

員の健康づくりを実施する健康経営事業所の登

録と認定、月１回以上の通いの場の参加率の向

上などの取組を推進し、市町村や企業と一体と

なった健康寿命延伸アクション部会の設置等を

通じて、男女共に健康寿命日本一を目指してい

ます。さらにデータヘルスを活用した支援等に

より、人口１００万人当たりの新規透析患者数

は減少傾向にあり、また健康アプリおおいた歩

得（あるとっく）のダウンロード数は８万件を

超え、働く世代の利用者数が拡大しています。

こうした取組を推進することにより、県民の健

康増進、経済的負担の抑制と社会保障制度の持

続可能性確保の同時実現を目指しています。 

 次に、資料の左下の３社会資本・公共施設に

ついてです。まず、公共建築物の長寿命化の推

進については、公営住宅の長寿命化計画を令和

４年度までに県及び１６市町村で改訂済みです。

残る２市についても、令和６年度までに改訂さ

れる見込みです。 
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 次に、指定管理施設の将来ビジョンの策定に

ついては、変化する県民ニーズなどを踏まえ将

来の施設のあるべき姿を見据えた将来ビジョン

を施設ごとに策定し、県民満足度の高い効率的

かつ効果的な管理運営につなげています。令和

４年度は１６施設で将来ビジョンを策定し、全

２６施設で策定が完了しています。 

 また、ＩＣＴを活用した建設現場の生産性の

向上については、導入費用の助成やセミナーの

開催などにより、ＩＣＴ工事の発注件数は年々

増加し、公共工事に関する作業時間の削減が図

られています。 

 続いて、資料右下の４働き方改革についてで

す。毎月一人１回以上の在宅勤務の取組を推進

し、在宅勤務利用職員数は大幅に増加していま

す。 

 続いて、２１ページから２２ページを御覧く

ださい。 

 令和４年度決算の状況についてです。４年度

末の財政調整用基金残高については、目標額の

３３０億円を２億円上回る３３２億円、次の２

２ページの臨時財政対策債等を除く県債残高に

ついては６，１３４億円で、目標の６，５００

億円以下を堅持しています。引き続き財政の健

全化にも努めていきます。 

 最後に資料はありませんが、現在次期行革プ

ランの策定に向けて検討を進めています。今後、

議員の皆様にも作成の各段階に応じて随時説明

し、御意見や御助言を賜りたいと考えているの

で、どうぞよろしくお願いします。   

曽根田市町村振興課長 それでは、大分県過疎

地域持続的発展計画の進捗状況について報告し

ます。資料は２３ページです。 

 まず、計画の概要について説明します。左側

１の計画の概要に記載のとおり、令和３年４月

に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関

する特別措置法に基づき、県内過疎市町村の持

続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用

した地域活力のさらなる向上を図るため、県が

市町村に協力して講じようとする措置をまとめ

た計画です。計画期間は令和３年度から令和７

年度までの５か年で、計画の達成状況の評価は

さきほど企画振興部から報告のあったとおり、

長期総合計画等の進行管理とあわせてＰＤＣＡ

サイクルに基づく効果検証を行うこととしてい

ます。 

 その下に破線で囲んだ、県・市町村計画の位

置付けについてです。本計画は――ここでは県

計画と記載していますが、県が策定した過疎地

域持続的発展方針に基づくもので、内容につい

ては長期総合計画等と整合性を取った内容とな

っています。過疎市町村も県の方針に基づき市

町村計画を策定しています。なお、コメ印で書

いていますが、過疎対策事業債を活用した事業

を実施するためには、市町村計画への記載が必

須となっています。 

 次に、右側２の主な実施施策を御覧ください。 

実施施策は御覧のとおり、移住・定住・地域間

交流の促進、人材育成や産業の振興、子育て環

境の確保など幅広い分野にわたっており、１３

の施策を設定しています。 

 次の２４ページを御覧ください。 

 こちらが、令和４年度の県過疎計画の進捗状

況です。１３指標の進捗状況のうち、主なもの

を説明します。まず県人口ですが、右から２列

目の令和４年度目標値１１１万８５２人に対し、

実績値は１１０万６，３０１人でした。これは、

移住者や外国人技能実習生の増加などにより、

平成１９年以来１５年ぶりに県の人口が転入超

過となり１，３９３人の社会増となった一方で、

出生数の減少や死亡者数の増加などにより自然

減が８，８４１人となったことで人口が減少し

たものです。 

 次にその下の指標１、移住促進策による移住

者数は、令和４年度目標値２，３００人に対し、

実績値は１，９１７人にとどまっています。コ

ロナ禍での地方回帰の流れを追い風とし、ＩＴ

や福祉、医療分野におけるスキル習得から移住、

就職までのワンストップ支援などにより、令和

４年度の移住支援策による移住者数１，９１７

人は過去最高の数値となりました。しかし、新

型コロナウイルスの影響により、移住相談会等

での相談件数はコロナ以前の水準に達しなかっ

たため、目標達成には至らなかったと考えてい
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ます。 

 そのほか、過疎地域の持続的な発展を支援す

る、あるいは地域活力の向上を進める観点から

以下の目標指標を定め、各種施策を推進してい

ます。今後とも計画に基づき、県下過疎地域の

発展を図っていきたいと考えています。 

小川委員長 ただいまの報告について、委員の

皆さんから質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別に質疑もないので、これで諸般

の報告を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 特にないので、これをもって総務

部関係の審査を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 ここで執行部が入れ替わるので、委員の皆様

はしばらくお待ちください。 

 

  〔総務部退室、議会事務局入室〕 

 

小川委員長 これより議会事務局関係に入りま

す。 

 本日は委員外議員として太田議員、福崎議員、

佐藤議員に出席いただいています。 

 議会事務局関係では、議案の審査はありませ

んが、報告の申出があるのでこれを許します。 

なお、本日は用度管財課の佐藤課長に同席を

いただいています。 

森議会事務局長 議会事務局長の森です。①の

損害賠償の額の決定について説明します。恐れ

入りますが、資料の２ページを御覧ください。 

 １概要に記載のとおり本事案については、今

年３月に議長車を運転していた職員が、大分市

高砂町にあるホテル日航大分オアシスタワー駐

車場で運転操作中、不注意により後方の柱と接

触し柱の一部を損傷したものです。職員過失で

あることから、県として国家賠償法に基づき損

害賠償を行うものです。 

 ２賠償の相手方については、ホテルの建物を

所有する株式会社エフ・ティー・シー大分です。 

 ３賠償金額ですが、任意保険適用分を除く２

９５万円が、県費で負担する損害賠償の額とな

ります。相手方に対して速やかに賠償金を行う

ため、９月５日に知事による専決処分を行い、

９月２５日には相手方への支払を終了しました。 

 職員の不注意により県財政に大きな負担を生

じさせたことを深くお詫び申し上げます。今後

はこのような事態が起きないよう、再発防止に

努めるとともに、職員一同気を引き締めて業務

にあたっていくので、よろしくお願いします。 

小川委員長 ただいまの報告について、委員の

皆さんから質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑はありま

せんか。 

太田委員外議員 佐藤用度管財課長にお聞きし

たいのですが、この保険を無制限にした場合に

県全体でどのくらい県費がかかるのか。今回の

総賠償額が４９５万円で、最近の保険を調べて

みると、あまり大きな金額で県費を払うような

ことがない保険になっているようです。それと

は別に、例えばこういう高級車は一律ではなく

別の取扱いができないのか、その辺についてお

尋ねしたいのですが。 

佐藤会計管理局用度管財課長 御質疑のあった、

対人あるいは対物で（「対物です」と言う者あ

り）今入っている保険は、対人が１千万円、対

物が２００万円という内容で、これは知事部局、

それから今回の議長車、それから教育委員会の

車を合わせた８７０台で、一括で任意保険に加

入しています。 

 保険料は毎年入札にかけていますが、年間で

６００万円ちょっとです。かなり割引が入って、

そういう額になっています。１台当たりにする

と７千円くらいになりますが、これを無制限に

すると当然金額が上がりますが、今のベースで

行くと議員が言われるように、何千万円という

金額にはならないと思います。というのが現状

です。よろしいでしょうか。 

太田委員外議員 いや、方向性としてはどう考
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えているのですか。  

佐藤会計管理局用度管財課長 この対人１千万

円、対物２００万円に加入しているのですが、

なぜこうした額にしているのかとの質問だと思

います。もともと、任意保険に加入し始めたの

が平成１８年です。それまでは公用車は全く任

意保険に加入していませんでした。その当時、

任意保険にも加入した方がいいだろうと検討し、

当然先行している他県の状況等も勘案して、そ

ういう保険に入りました。その額が低いとのこ

とですが、大半の事故が公用車運転中で当然、

職員は皆安全運転に心がけて運転しているので、

そんなに重大な事故は余り想定できない――８

７０台という全体からするとですね。実際の事

故もやはり交差点から狭い路地に入るときに家

の塀や壁にぶつけたとか、あるいは後退すると

きに何かポールや柱にぶつけたとか、そういっ

た事故が大半です。そういったことを加味して、

その保険料を支払うのと実際の賠償として出て

くる金額とを考えたときに、今であれば２００

万円くらいの対物保証であれば大方ほとんどの

事故が対応できていたと、対応できる見込みで

加入していたということです。 

太田委員外議員 まあ、その補償が普通の車同

士ならいいんですけど、それが営業車で休業補

償とかになると、下手をすると億に近い金額に

なるケースも今あるわけですよね。その辺のこ

とは、県としては全然考えていないのか。 

要は、その辺のケーススタディでそういう高

額な補償の場合に、どうするのかについてぜひ

研究してほしいと思います。 

佐藤会計管理局用度管財課長 民間――私ども

個人であれば、大体皆さん対人、対物共に無制

限に入るケースが多いと思います。もし、そう

いう事故を起こせば賠償する資力がないので、

そういう保険に加入します。県の場合、そうい

った事故が起きた場合に払う資力がないかと言

われれば、こういった賠償金という形で議会の

承認を得て支払うことになるのですけど、払え

ないことはない。そこら辺があるので、そんな

に高額な保証の保険に入る必要もないのかなと

いうところです。実際にそういう事故が起これ

ば、また賠償金について議論をいただいて、今

回のオーバー分と同じように県費で賠償するこ

とになると思います。 

太田委員外議員 ちょっとそこの考え方は、払

えないことはないから払うというのは。でも、

税金で払っているわけですからね。そこはなん

かちょっと。今回はやめますけど、考え方がち

ょっとおかしいのではないかという気もする。

そもそも何のために保険に入るかを考えたとき

に、やはりそういうことも想定した保険に入る

べきではないかは、議論の余地があると思うの

ですけど、今日はやめます。 

佐藤会計管理局用度管財課長 そこのところは

また、検討したいと思います。それともう一つ

質疑をいただいた、今回の議長車を外して契約

することはどうかとの件ですが、それはできま

す。やろうと思えばすぐにできますが、ただ全

体で効率性を考えて、私どもの方で契約してい

る形です。当然、個別に契約することはできま

す。 

守永委員 今の質疑に関連して、平成１８年か

ら契約して、たぶん掛金は安くなっていると思

うんですけど、その掛金の変動と事故の発生状

況、保険金の受入状況、そういったものを一覧

で示した資料を提供いただきたいと思います。 

佐藤会計管理局用度管財課長 今ちょっとまと

めたものはありませんけど、そこら辺はまとめ

たいと思います。それと保険料の話ですけど、

さきほど６００万円くらいと言いましたが、割

引が効いてそれくらいになっているので、割引

がない一番低い等級になると、倍くらいかと思

われます。今一番下で契約しているところだと

思います。ですが、今回の事故や結構な賠償金

を保険適用して支払う分があると、当然次の契

約の時は等級が落ちるので、保険料が当然上が

ってくるものと思われます。 

福崎委員外議員 ちなみに今、保険会社はどこ

なんですか。 

佐藤会計管理局用度管財課長 今年契約してい

るのは、あいおいニッセイ同和損保です。（「 

ありがとうございます」と言う者あり） 

小川委員長 ほかにありませんか。 
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〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長  ほかに質疑もないので、これで諸

般の報告を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

福崎委員外議員 議会事務局にちょっとお聞き

きしたいのですが、議会事務局が物を買って、

それに不良品があったときに、どういう対応を

されているのかということ。例えば不良品が入

ったのであれば、普通は返品したり交換を求め

たりすると思うのですけど、実際に議会事務局

としては、そういう議会事務局が買った物に対

して、業者に対してどう対応をされているのか

参考までにお聞きします。 

寺川議会事務局総務課長 御指摘の件について

は、議員バッジの件だと思います。議員からバ

ッジが緩いという御指摘をいただいています。

それについては今業者と調整をしており、緩い

と御指摘のあった議員と今度その業者とを会わ

せて、我々も同席して状況を確認して対応して

いきたいと考えています。基本的には不良品が

あるからといって、そのまま放置するようなこ

とはしていませんので、御了承ください。  

福崎委員外議員 当初の話だと、議会事務局が

その納品したものに対して対応するのではなく、

貸与した議員に対してやってくれという話を聞

いているんですが、それって考え方が違うんじ

ゃないかと、納品は買った者がきちんと対応す

べきだと思うんですよ。それを貸与したから、

その人がやれというのは考え方としておかしい

と思うんですけど、そういう考え方を持って議

員に対して、全て対応しているのか。きちんと

議会事務局としての考えを持って対応している

のか、今後のために最後にお聞きしたいのです

けど。 

森議会事務局長 もし、今御指摘のようなこと

があれば、大変申し訳ないと思います。当然、

契約を担当しているのは我々ですので、もし不

良品等の契約の問題があれば、私どもがきちん

と対応した上で貸与しなおす。そういった姿勢

できちんと業務を行っていきますので、今後は

気を付けていきます。（「ありがとうございま

す」と言う者あり） 

小川委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 ほかにないので、これをもって議

会事務局関係を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 委員の皆様は、協議を行うのでこのままお待

ちください。 

 

  〔委員外議員、議会事務局退室〕 

  

小川委員長 それでは協議事項に入ります。 

 まず、閉会中の所管事務調査の件についてお

諮りします。 

  お手元に配付のとおり、各事項について閉会

中継続調査を行いたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川委員長 御異議がないので、所定の手続を

取ることとします。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別にないので、これをもって本日

の委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


